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（１）科学技術による
イノベーションを生み
出す仕組みの強化

○継続して各施策の進捗
状況の把握・評価を行
い、必要に応じて関係府
省に対し改善措置を求
め、各施策の実現に向け
て取組の強化を図る。

○世界トップレベルの研
究拠点を形成するための
制度の見直しや推進施策
の重点的実施を図る。

○公的機関における調達
について、新技術を採用
したものが拡大するよう
改善策を策定する。

○公的機関による新技術
の率先導入を行う。

○韓国等に特許審査ハイ
ウェイの対象国を拡大す
る。

○我が国の技術に基づく
国際標準提案数を増大さ
せる。また、その国際標
準化を実現する。

○新たな技術の市場化を
妨げている規制・制度等
の見直し・緩和を行う。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

○「第３期科学技術基本
計画」（平成18年３月28
日閣議決定）や「イノ
ベーション創出総合戦
略」（平成18年６月14
日）の各施策の具体化に
向け、関係府省における
施策の進捗状況を取りま
とめ公表し、「資源配分
方針」等を通じて関係府
省に対して取組強化を図
る。

○大学におけるシステム
改革を進め、分野の特性
を配慮し大学の自主的な
取組を促しつつ、能力主
義の徹底、英語での研究
環境、研究科・専攻等従
来の枠組みにとらわれな
い組織などのイメージの
下で世界トップレベルの
研究拠点形成を進める。

○公的機関における調達
について、新技術を採用
したものが拡大するよう
改善策を検討する。

○公的機関による新技術
の率先導入に係る実証試
験を実施する。

○大学等からの特許出願
を早期に審査する制度の
活用を促進する。

○早期審査制度の活用や
特許審査ハイウェイの日
米間での試行開始などを
通じた特許の迅速な権利
化を行う。

○国際標準の獲得を狙っ
た研究開発の推進及び研
究成果の積極的国際標準
提案を行う。

○官民対話の場を設置す
る。

○新たな技術の市場化を
妨げている規制・制度等
の点検を規制改革や科学
技術政策等のプロセスを
通じて実施する。

○継続して各施策の進捗
状況の把握・評価を行
い、必要に応じて関係府
省に対し改善措置を求
め、各施策の実現を図
る。

○2010年までに世界トッ
プレベルの研究拠点を30
か所程度整備する。

項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（１）科学技術による
イノベーションを生み
出す仕組みの強化

○イノベーション創出の
ため、科学技術連携施策
群については下記のとお
り進める。
・イノベーション創出に
向けた（新）科学技術連
携施策群による関係者間
縦横連携の枠組みを恒常
化する。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

○アクションプログラム
の見直し、プロジェクト
の継続を行う。

（新世代自動車向け電
池）
○新世代自動車向け次世
代電池の技術開発プロ
ジェクト等を実施する。

（新世代自動車向け電
池）
○2015年までに8.2兆円程
度の市場規模になるとの
試算もあるが、こうした
試算も参考にしつつ、新
世代自動車市場の拡大に
向けて、開発プロジェク
トの推進等必要な取組を
継続する。

（２）産学官連携によ
る世界をリードする新
産業群の創出

１
　
我
が
国
の
産
業
競
争
力
の
強
化

○初期需要創出につなげ
るための環境整備及び関
係府省、関係機関、産業
界等の双方向に連携を強
化する必要のある領域を
対象とした、①政策資源
の集中的な投入のための
優先順位付け基準の見直
し、②政策資源の集中的
な投入を通じた双方向が
連携したイノベーション
の早期実現、③各省連携
フレームの抜本強化など
総合科学技術会議の調整
機能の強化、を行う。

○科学技術連携施策群に
ついては、下記のとお
り、取り組むこととし、
2007年度予算要求から反
映させる。
・初期需要を創出する
等、イノベーション創出
を加速化するための環境
整備（制度的な問題点の
抽出等）を行う。
・府省間の連携の取れた
予算要求、府省、資金配
分機関、民間など関係者
間の連携・情報交換活動
の促進、主要な資金配分
機関間の連携の具体化を
行う。

○左記を踏まえ、政策資
源の投入見直し、主要な
資金配分機関間の連携の
恒常化を行う。

○イノベーション創出の
ため、科学技術連携施策
群については下記のとお
り進める。
・科学技術連携施策群枠
組みを拡大し、あらゆる
科学技術分野で連携活動
を展開する。
・府省連携プロジェクト
の定着化、府省間の縦横
連携の取れた予算要求の
恒常化を図る。
・イノベーション創出に
向けた民間との交流活動
の定着を図る。
・イノベーション創出の
指標による連携活動を評
価し、資金配分に反映す
る。
・必要に応じ、重要な研
究開発課題、戦略重点科
学技術の変更・改訂を行
う。

○重点分野のロードマッ
プ策定・改定を行う。ま
た、プロジェクトを実施
する。

（新世代自動車向け電
池）
○燃料電池自動車、電気
自動車、ハイブリッド自
動車などの新世代自動車
の実現に向け、次世代電
池の技術開発を検討す
る。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（２）産学官連携によ
る世界をリードする新
産業群の創出

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

（次世代ロボット）
○サービスロボットの市
場立ち上げ、市場の拡大
に向けた市場整備（制度
改正を含む）及び安全性
確保についての取組を継
続する。

○次世代知能ロボット等
の核となる認識技術等の
開発により性能の飛躍的
向上を図るとともに、他
分野への技術の波及を目
指す。

（次世代環境航空機）
○技術開発を継続的に実
施するとともに、事業化
に向けた諸課題への対応
について、関係者の取組
強化を促進する。

（地理空間情報の活用推
進、宇宙の利用・産業化
の推進）
○地図のデジタル化に対
応するための法制度の整
備も含めた検討、基盤地
図情報の提供に係るワン
ストップサービスの運用
開始、個人情報保護等の
ためのガイドライン作成
等を行う。

○宇宙輸送システムの信
頼性向上、衛星の高信頼
性・高機能化等を進め、
宇宙の利用・産業化を継
続する。

（次世代ロボット）
○具体的な仕事をする
「本格実用ロボット」実
現に向けた共通基盤の技
術開発を行う。

○実際の生活空間でロ
ボットを使うサービス事
業における誤作動防止技
術等の安全性確保に向け
た実証的取組を支援す
る。

○サービスロボットの安
全性確保に関するガイド
ラインを策定する。

○サービスロボット導入
に関連する法令上の規制
等の課題を整理する。

○民間企業の開発競争と
ロボットの活用を促すた
めの表彰制度の創設等を
行う。

（次世代環境航空機）
○審議会、関係省庁によ
る協議会等を通じて、事
業者、関係省庁、関係諸
機関の連携を更に強化す
る。今後の事業化判断に
向けて検討が必要な課題
（需要見込み、事業性、
資金リスク、技術課題な
どの明確化等）及び対応
策を整理する。

（地理空間情報の活用推
進、宇宙の利用・産業化
の推進）
○「地理空間情報活用推
進基本法」が成立した場
合、地理空間情報活用推
進基本計画、基盤地図情
報の整備に関する基準の
作成等を行う。

○宇宙輸送システムの信
頼性向上、衛星の高信頼
性・高機能化等を進め、
宇宙の利用・産業化を推
進する。

（次世代ロボット）
○2015年までに3.1兆円
（産業用分野1兆円、生活
関連分野1.6兆円、医療福
祉分野0.4兆円、公共分野
0.1兆円）程度の市場規模
になるとの試算もある
が、こうした試算も参考
にしつつ、次世代ロボッ
ト市場の拡大に向けて、
サービスロボット市場の
整備、ロボットの認識技
術の開発等必要な取組を
継続する。

（次世代環境航空機）
○2015年までに、総額2.8
兆円程度の市場規模（航
空機・エンジンの生産額
［2015年までに1.6兆円程
度］の他、他産業への経
済波及効果も含む）にな
るとの民間試算もある。
こうした市場規模予測を
精査しつつ、次世代環境
航空機市場の拡大に向け
て、技術開発、事業家に
向けた諸課題への対応等
必要な取組を継続する。

（地理空間情報の活用推
進、宇宙の利用・産業化
の推進）
○基盤地図情報の相互活
用、地理情報システム
（ＧＩＳ）の利用の拡大
等により国土空間データ
基盤（ＮＳＤＩ）が構築
され、新産業・新サービ
スの創出、安全・安心の
確保等地理空間情報を高
度に活用できる社会を実
現することを目指す。

○衛星測位に係る技術を
実証するとともに、宇宙
の利用・産業化を進める
ことにより、我が国宇宙
産業の国際競争力を向上
させる。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

①高度な部品・材料産
業やモノ作り中小企業
の強化

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

（３）高度な部品・材
料産業やモノ作り中小
企業の強化

②情報、資金等の環境
整備を通じた中小企業
の国際展開

○「中小ものづくり高度
化法」に基づく総合対策
を着実に実施し、2011年
度には、当該施策の効果
などを検証し、必要な見
直しを行う。

○「中小企業のものづく
り基盤技術の高度化に関
する法律」（「中小もの
づくり高度化法」）を実
施し、技術分野の拡大、
人材育成、技術承継、知
的財産等に関する取組を
強化する。

○資金面での支援や情報
提供等により、汎用品分
野を始めとする中小企業
の国際展開の環境整備を
図る。

○中小企業における若年
者の確保、人材育成に係
る支援を推進する。

○「中小ものづくり高度
化法」に基づく総合対策
を着実に実施する。

○「中小ものづくり高度
化法」の施行状況につい
て検討を加え、モノ作り
中小企業のニーズに沿っ
た制度とするべく、施策
全般について必要に応じ
て見直しを行う。

○高度な部品・材料産業
の国際競争力の維持・強
化を図るとともに、新産
業群を支える基盤産業と
して、関連産業の市場規
模の実現等に寄与する。

○「中小ものづくり高度
化法」に基づく支援策に
ついて、①研究開発プロ
ジェクトの成果について
は、その早期の事業化、
②中小企業の製造、加工
品質の向上に資する校正
事業の利用の拡大、③技
能継承の取組の本格化
等、モノ作り中小企業の
支援による製造業の国際
競争力の強化に向けた取
組を更に推進する。

○「ものづくり基盤技術
高度化指針」について、
川下大企業のニーズの変
化や川上中小企業の技術
力の高度化の状況を踏ま
え、必要に応じて見直し
を行う。

○引き続き技術戦略マッ
プに基づく研究開発プロ
グラムを実施するととも
に、必要に応じて技術戦
略マップの追加、見直し
を行う。

○「中小ものづくり高度
化法」を中核に、「特定
ものづくり基盤技術高度
化指針」の策定、研究開
発プロジェクトに対する
支援、技術継承に対する
支援等を実施する。

○支援対象となる特定も
のづくり基盤技術の追加
指定や、川下産業の拡大
を行うとともに、中小企
業による公設試、国立研
究所、大学等研究機関の
活用を促進し、地域の
ニーズに合った技術開発
支援を行う。

○モノ作り中小企業の底
上げ策を構築する。

○高度な部品・材料分野
の技術戦略マップに従っ
て研究開発プログラムを
実施する。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

○事業環境を改善してい
く中で、短期・中期の施
策の効果等を検証し、中
小企業の国際展開に伴う
リスクを低減する。

○汎用品分野を始めとす
る中小企業の国際展開が
円滑に行われるよう、情
報提供のためのアドバイ
ザーの常駐体制の整備、
研修生受入体制の整備等
の人材確保・育成、進出
先における不公正取引等
の実態調査及び改善のた
めの政策対話、資金面で
の支援を行い、環境を整
備する。

○短期で実施する施策を
活用し、我が国中小企業
の国際展開が円滑に行わ
れるように事業環境を改
善していく。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（５）農林水産業の国
際競争力強化

①「21世紀新農政
2006」（平成18年4月4
日）の推進

○「21世紀新農政2006」
に掲げられた目標実現に
向けて、各般の施策を推
進する。

○「21世紀新農政2006」
に掲げられた目標実現に
向けて、各般の施策を推
進する。

○「21世紀新農政2006」
に掲げられた目標実現に
向けて、各般の施策を推
進する。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

（４）産業競争力を支
える国際物流競争力の
強化

（国内物流インフラ整
備については、第５．
２．（２）にて後掲）

○アジアワイドで構築さ
れた官民連携体制をベー
スに国際物流に関する政
策協調を実現する。

○後発国を含めた普及を
継続して推進する。

○アジア域内の輸出入手
続を標準化する。

○原油価格高騰の影響を
受けにくい効率的な物流
の実現に取り組む。

○ＣＮＧ自動車等低公害
車の一層の普及等に取り
組むことにより、トラッ
ク業界の原油価格高騰の
影響を受けにくい省エネ
体質を強化する。

○アジアワイドの官民連
携体制構築に向けた働き
かけ等を行う。

○2008年度までにアジア
域内の国際物流において
実導入する。各国輸出入
手続への電子タグ導入を
推進する。

○ＥＰＡ交渉等を通じ、
アジア域内の輸出入手続
の標準化・電子化、外資
規制の撤廃等を引き続き
働きかける。

○国の枠を超えた広域物
流ルートを引き続き整備
する。

○原油価格高騰の影響を
受けにくい効率的な物流
の実現に取り組む。

○ＣＮＧトラック等及び
ＥＭＳ等のエコドライブ
関連機器の普及等による
トラック業界の省エネ体
質を推進する。

○大型ＣＮＧトラック等
次世代低公害車の技術開
発を推進する。

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

○官民挙げての「国際物
流競争力パートナーシッ
プ」体制を構築し、2006
年中にロードマップを策
定する。

○アジア域内の物流にお
ける電子タグを実導入・
普及させる。

○我が国主導の下、輸
送・輸出入手続での電子
タグ利用に係る国際規格
を2006年内に策定する。

○2006年度以降、当該規
格に基づきアジア域内で
の実証モデル事業を実施
する（３年計画）。

○ＥＰＡ交渉等を通じ、
アジア域内の輸出入手続
きの標準化・電子化、外
資規制の撤廃等を働きか
ける。

○国の枠を超えた広域物
流ルートを整備する。

○原油価格高騰の影響を
受けにくい効率的な物流
の実現に取り組む。

○ＣＮＧトラック、新長
期規制適合トラック等の
導入に対する補助を行う
ことにより、低公害車の
普及を促進する。

○ＥＭＳ（エコドライブ
管理システム）等のエコ
ドライブ関連機器の導入
に係る補助を実施する。

○大型ＣＮＧトラック等
次世代低公害車の技術開
発を推進する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○国内農業の体質強化

○「攻めの農政」の視
点に立った国際戦略

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

○2006年度中に、林業及
び水産業の国際競争力の
向上等に向けて、新たな
森林・林業基本計画及び
水産基本計画を策定す
る。

○国際競争力の向上等に
向けて、新たな森林・林
業基本計画及び水産基本
計画に基づく施策を推進
する。

○2010年度までの5年間で
一般企業等の農業参入法
人数を3倍増加させる。

○農協の経済事業の改革
とともに、物流コストの
削減などにより食料供給
コストを5年で2割縮減す
る。

○2015年までに、効率的
かつ安定的な農業経営が
農地の7～8割を経営する
ようにする。

○2010年度には、農政改
革の包括的点検を実施す
る。

○日本食文化の海外普
及、販売促進活動への支
援、輸出阻害要因の是正
等を総合的に推進する。

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

○意欲と能力のある担い
手に限定した品目横断的
な経営安定対策を2007年
産から導入する。

○農地・農業用水等の資
源や環境の保全・向上を
図る対策を導入する。

○重点的に市場開拓を行
うべき国や地域ごとの輸
出戦略を策定する。

○食の安全と消費者の信
頼を確保する。

○食育基本法及び食育推
進基本計画に基づいて食
育を推進する。

○技術と知財の力で新産
業分野の開拓を図る。

○「国内農業の体質強
化」と「国際戦略」を
支える重点分野

②林業・水産業の競争
力強化

○食の安全と消費者の信
頼を確保する。

○食育基本法及び食育推
進基本計画に基づいて食
育を推進する。

○技術と知財の力で新産
業分野の開拓を図る。

○食の安全と消費者の信
頼を確保する。

○食育基本法及び食育推
進基本計画に基づいて食
育を推進する。

○技術と知財の力で新産
業分野の開拓を図る。

○農林水産物・食品の輸
出額を5年で2倍の6千億円
（2009年）とする。

○東アジアにおける我が
国食品産業の活動規模を
５年で３～５割増（2010
年度）とする。

○植物新品種の登録出願
件数を５年で５割増にす
る。

○国際競争力の向上等に
向けて、新たな森林・林
業基本計画及び水産基本
計画に基づく施策を推進
する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

○2010年までに、年間
1,000万人の訪日外国人誘
致を実現する。

○ビジット・ジャパン・
キャンペーンの高度化、
日中韓の観光協力の推
進、青少年交流・姉妹都
市交流の拡大等を推進す
る。

○国際競争力のある観光
地づくりの取組み、外国
人旅行者等に優しい旅行
環境の整備、景観法の活
用等による良好な景観の
形成を推進する。

○顧客ニーズや地域の観
光資源の特性を踏まえた
新たな観光・集客ビジネ
スモデルの確立を支援す
る。

○観光・集客サービス産
業の競争力向上と観光地
づくりを担う人材の育
成、観光統計の整備を推
進する。

○2009年度までに成田空
港の能力を約１割増強す
るための施設整備を推進
する。

○2009年までに羽田空港
の能力を約４割増強する
ための施設整備を推進す
る。

○空港へのアクセス改善
（2010年度に都心～成田
空港間を30分台にする
等）、利便性向上を推進
する。

○国際線・国内線の接続
を改善し、海外と地方の
間のアクセスを向上す
る。

（６）観光立国の実現
と交流人口の拡大

○2010年までに、年間
1,000万人の訪日外国人誘
致を実現する。

○ビジット・ジャパン・
キャンペーンの高度化、
日中韓の観光協力の推
進、青少年交流・姉妹都
市交流の拡大等を推進す
る。

○国際競争力のある観光
地づくりの取組、外国人
旅行者等に優しい旅行環
境の整備、景観法の活用
等による良好な景観の形
成を推進する。

○顧客ニーズや地域の観
光資源の特性を踏まえた
新たな観光・集客ビジネ
スモデルの確立を支援す
る。

○観光・集客サービス産
業の競争力向上と観光地
づくりを担う人材の育
成、観光統計の整備を推
進する。

○2009年度までに成田空
港の能力を約１割増強す
るための施設整備を推進
する。

○2009年までに羽田空港
の能力を約４割増強する
ための施設整備を推進す
る。

○空港へのアクセス改善
（2010年度に都心～成田
空港間を30分台にする
等）、利便性向上を推進
する。

○国際線・国内線の接続
を改善し、海外と地方の
間のアクセスを向上す
る。

○2010年までに、年間
1,000万人の訪日外国人誘
致を実現する。

○ビジット・ジャパン・
キャンペーンの高度化、
日中韓の観光協力の推
進、青少年交流・姉妹都
市交流の拡大等を推進す
る。

○国際競争力のある観光
地づくりの取組み、外国
人旅行者等に優しい旅行
環境の整備、景観法の活
用等による良好な景観の
形成を推進する。

○ 顧客ニーズや地域の観
光資源の特性を踏まえた
新たな観光・集客ビジネ
スモデルの確立を支援す
る。

○観光・集客サービス産
業の競争力向上と観光地
づくりを担う人材の育
成、観光統計の整備を推
進する。

○2009年度までに成田空
港の能力を約１割増強す
るための施設整備を推進
する。

○2009年までに羽田空港
の能力を約４割増強する
ための施設整備を推進す
る。

○空港へのアクセス改善
（2010年度に都心～成田
空港間を30分台にする
等）、利便性向上を推進
する。

○国際線・国内線の接続
を改善し、海外と地方の
間のアクセスを向上す
る。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（７）医薬品・医療機
器産業の国際競争力の
強化

○10年後の医薬品・医療
機器産業の将来像と国の
行うべき支援策を提示す
る「新医薬品産業ビジョ
ン（仮称）」・「新医療
機器産業ビジョン（仮
称）」の策定に向けた検
討を行う。

○医療機器について関係
各省との連携による官民
共同の研究の推進に向け
た検討を行う。

○関係各省の連携による
基礎研究から臨床研究へ
の橋渡し研究や臨床研究
の実施・環境整備の検討
を行う。

○良質な医薬品・医療機
器をより迅速に国民に届
けるため、研究成果の実
用化の加速のための治験
環境の充実に向けた検討
を行う（必要な支援策を
提示する「治験活性化計
画（仮称）」の策定に向
けた検討を含む。）。

○品質、有効性及び安全
性に優れた医薬品・医療
機器の国民への迅速な提
供を目的とした、薬事審
査に係る体制の充実を行
う。

○品質、有効性及び安全
性に優れた医療機器の国
民への迅速な提供を目的
とした、医療機器開発の
迅速化と薬事法審査の円
滑化に資する評価指標ガ
イドラインの策定を推進
する。

○医療機器の開発普及に
資する医療機器に関する
経済社会ガイドラインの
策定に向けた検討会を開
催する。

○積極的な官民対話を実
施する。

○アクションプログラム
を策定する。

○世界での使用量上位の
医薬品に占める日本オリ
ジンの医薬品の割合を高
める。

○製薬企業の経営の効率
化、安定化の促進等によ
り、世界レベルで10位以
内の規模の内資系製薬企
業が出現することを目標
にする。

○内外資問わず、製薬企
業の日本国内における研
究開発投資を増加させ、
それにより生み出された
新薬の数も増加させる。

○医療機器産業の国際競
争力指数（（輸出入収支
額）／（輸出額＋輸入
額））を大幅に改善す
る。

○2015年頃までに、が
ん、循環器疾患、腎疾患
等について、例えば早期
診断法、革新的治療法の
開発などを通じ国民の保
健医療水準の向上を可能
とする。

○「新医薬品産業ビジョ
ン（仮称）」・「新医療
機器産業ビジョン（仮
称）」を策定する。

○医療機器について関係
各省との連携による官民
共同の研究を推進すると
ともに、効果的・効率的
な研究開発体制を構築す
る。

○分野別推進戦略に基づ
く、基礎研究から臨床研
究への橋渡し研究や臨床
研究の実施環境整備の充
実を行う。

○研究成果の実用化の加
速のための治験環境の充
実を図る。

○「治験活性化計画（仮
称）」を策定する。

○品質、有効性及び安全
性に優れた医薬品・医療
機器の国民への迅速な提
供を目的とした、薬事審
査に係る体制の充実を図
る。

○品質、有効性及び安全
性に優れた医療機器の国
民への迅速な提供を目的
とした、医療機器開発の
迅速化と薬事法審査の円
滑化に資する評価指標ガ
イドラインの策定を推進
する。

○医療機器の開発普及に
資する医療機器に関する
経済社会ガイドラインを
策定する。

○後発医薬品の市場シェ
アの大幅な拡大を目指
す。

○製薬企業の経営の効率
化、安定化の促進、ベン
チャー企業育成等によ
り、製薬メーカー１社当
たりのパイプライン（臨
床段階の新薬候補物質）
数の増加を図るととも
に、各社の研究開発体制
を効率化する。

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

（８）内需依存型産
業・製品の国際展開支
援

（日用品）
○研究会を開催し、優れ
たライフスタイル製品
（日用品等）を日本ブラ
ンドとして確立・発信す
るための基本的方向性に
ついて、2006年度内に取
りまとめる。

（ファッション）
○「日本ファッション
ウィーク」を核とした
ファッション発信機能を
強化する。ファッション
人材の育成等を始めとし
た素材と製品双方の企
画・製造・販売機能の強
化、事業創造の促進を行
う。

（鉄道システム）
○懇談会を開催し、我が
国の鉄道システムを海外
展開するに当たって生じ
うる諸課題の対応方策
や、鉄道事業者の協力の
在り方、国内の人材の養
成や体制の在り方等につ
いて年内にとりまとめ
る。また、円借款や輸出
信用による資金面のバッ
クアップ等については引
き続き実施する。

（建設業）
○ＥＰＡ交渉等の機会を
通じた相手国建設市場の
開放、投資環境の整備を
推進する。並行して、ビ
ジネス・マッチング等を
目的とした二国間会議を
開催する。

（超高速船舶）
○超高速船舶の運航性能
等に関する実証的データ
を収集・解析し、海外へ
向けてアピールする資料
を取りまとめる。

（日用品）
○家具、陶器、宝石等の
潜在能力を有する日用品
について、業種ごとの選
定委員会を設置する。ま
た、品目ごとに世界的に
評価される展示会に出展
を促進するなどし、世界
への発信を実施する。

（ファッション）
○価値の源泉である感性
と技術の融合を促進する
創造的な産業集積を国内
に形成する。また、国際
市場開拓のための発信力
を強化する。

（鉄道システム）
○懇談会の結果を踏まえ
て、海外の鉄道プロジェ
クトについて、鉄道シス
テムをトータルとして受
注することを目指すとと
もに、具体的なプロジェ
クトに対応する際に生ず
る更なる課題について踏
み込んだ検討を実施す
る。

（建設業）
○短期における取組を引
き続き推進するととも
に、産官の連携や、トッ
プセールス等による我が
国建設業の海外でのプレ
ゼンス向上等の取組を推
進する。

（超高速船舶）
○超高速船舶の運航性
能、これを用いた海上交
通システムの有効性を国
際海事展示会、セミナー
等を通じて世界に発信す
る。

（日用品）
○真に世界で通用するグ
ローバルブランドを確立
する。

（ファッション）
○ファッション産業の国
際競争力強化を図り、世
界で通用するブランドを
多数輩出する体制を確立
する。

（鉄道システム）
○鉄道関連産業の競争力
の強化を図ることで、海
外における鉄道プロジェ
クトの受注について我が
国のシェアの着実な増加
を目指す。

（建設業）
○短期・中期における取
組を引き続き推進し、我
が国建設業の各国での受
注の拡大を図る。

（超高速船舶）
○超高速船舶の性能・経
済性に関する国際競争力
の確立、その評価の海外
での定着により、世界の
海上交通において超高速
船舶を普及する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（９）環境と経済の両
立を実現する産業育
成・事業展開の加速化

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

○社会的責任（ＳＲ：
Social Responsibility)
に関する国際規格ＩＳＯ
26000（策定中）も踏ま
え、企業の環境への取組
などの情報について、そ
の定量化手法の検討を進
めるなど、投資家が投資
判断に企業の社会的取組
を組み込む環境を整備す
る。

○2008年中を目途に、各
国の法令等及び対応技術
のデータベース化に必要
な事項を整理するととも
に、民間を中心に、これ
らを活用した製品情報
データベースの充実を図
る。

○民間企業を中心とした
我が国の優れた環境技
術・環境配慮型製品の世
界への発信を促進する。

○民間企業の環境管理体
制の構築に向けた取組を
促す。

○2008年までに、実効性
を検証しつつ、地方公共
団体におけるグリーン購
入の推進のためのガイド
ラインを策定する。ま
た、地方企業の環境配慮
製品・サービスの動向及
び地方公共団体のグリー
ン購入が地方の企業の環
境配慮製品・サービスの
普及に与える効果を把握
する。

①産業・ビジネスの環
境効率性向上プラン

②３Ｒ技術・システム
による資源生産性向上
プラン

○2010年度において、我
が国における資源生産性
を2000年度から４割向上
（約39万円／トン：循環
型社会形成推進基本計画
における現在の目標）さ
せる。

○有識者等が参加する懇
談会において、環境など
社会的な課題を考慮した
資金の流れを拡大するた
めの各経済主体の役割、
課題を明確化し、そのた
めに必要な取組を開始す
る。

○2006年中をめどに、サ
プライチェーンにおける
環境配慮事項に関わる各
国の法令等及び対応技術
の調査を実施する。

○民間企業を中心に、我
が国の優れた環境技術・
環境配慮型製品を世界に
発信していくためのエキ
シビションを開催する。

○民間企業の環境管理体
制を一層整備するため、
検討会を開催し、民間企
業の環境管理体制整備に
おいて参考となるガイド
ラインを策定する。

○2006年中に地方公共団
体におけるグリーン購入
の推進のためのガイドラ
インの案を作成する。

○社会的責任投資などの
大幅な拡大により、環境
関連技術の向上、環境ビ
ジネスの市場規模の拡大
を図る。

○2015年までに、民間を
中心に、製品情報データ
ベースを世界に展開す
る。

○民間企業を中心とした
我が国の優れた環境技
術・環境配慮型製品の世
界への発信を促進する。

○民間企業の環境管理体
制の確立を目指す。

○2010年までに地方公共
団体のグリーン購入実施
率を100％とする。

○３Ｒ推進のための様々
な技術開発支援を推進す
る。

○各種リサイクル法の評
価・検討を行うなど、リ
サイクル関連制度の高度
化を推進する。

○地域において廃棄物か
ら資源とエネルギーを回
収・利用するシステムの
整備を支援する。

○2008年３月を目途に、
新たな循環型社会形成推
進基本計画を策定する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

○ＯＥＣＤの国際ガイド
ライン等の国際共同研究
の成果を踏まえ、資源生
産性等に関する政策目標
を国際的に設定すること
を目指す。

○有害廃棄物等の適正な
輸出入確保のため、有害
廃棄物等の基準や運用に
関し、アジアで共有でき
るリスト（アジアン・リ
スティング）を作成し、
関係国で活用する。

１
　
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化

③バイオマスエネル
ギーの導入加速化

②３Ｒ技術・システム
による資源生産性向上
プラン

○2006年度中に、物質フ
ロー・資源生産性（＝Ｇ
ＤＰ／天然資源投入量）
の基本的な考え方や、そ
の政策面での活用手法を
定めた国際ガイドライン
を策定する等、ＯＥＣＤ
での国際共同研究を推進
する。

○アジア諸国における有
害廃棄物等の輸出入の制
度・実態を調査し、広く
情報提供を行う。

○2006年夏頃を目途に、
我が国の廃棄物・リサイ
クル対策の経験や国際的
な資源循環の考え方を発
信する。

○輸送部門でのバイオエ
ネルギーの普及を加速化
するため、バイオエタ
ノールを始めとするバイ
オ燃料について、国産農
産物や廃棄物等を原料と
した生産量の確保、流通
体制の整備、経済性の改
善などの課題ごとに段階
的に必要な対応を明らか
にする。また、将来的な
バイオ燃料製造技術の進
展等を踏まえ、国産農産
物や廃棄物等からの生産
拡大の可能性評価を行
い、具体的生産拡大策を
検討する。

○宮古島等において、よ
り大規模なバイオエタ
ノール３%混合ガソリン
(Ｅ３）等実証事業を実施
するため、関係府省が連
携して、2006年を目途に
事業計画等を決定。

○木質バイオマス等から
の効率的なバイオ燃料
（エタノール、メタノー
ル等）生産技術の開発等
低コスト・高効率の生産
技術の開発を実施する。

○アジア産バイオ燃料普
及のグランドデザインを
検討する。

○油脂のバイオディーゼ
ル燃料化、生ごみのバイ
オガス化、廃棄物系バイ
オマスの高効率発電等の
バイオマスエネルギーの
回収・利用システムの整
備を支援する。

○輸送部門でのバイオエ
ネルギーの普及加速化の
ために対応を要する各課
題について戦略的対応を
強力に推進する。

○国産バイオエタノール
の生産拡大に向けた地域
の取組を推進する。

○宮古島等における国産
農産物や廃棄物等を原料
としたＥ３大規模実証事
業（将来を見通したバイ
オ燃料対応車両の市場投
入を見越して、エタノー
ル10％混合ガソリン（Ｅ
10）などの高濃度エタ
ノールを利用した自動車
走行試験の実施も検討）
を開始するなど、燃料用
バイオエタノール大規模
実証事業を実施する。

○アジア産バイオ燃料の
普及のグランドデザイン
を策定し、その持続可能
な生産・普及に向けた取
組を推進する。

○高効率化、低コスト
化、小規模システム実用
化など廃棄物系バイオマ
スエネルギーの利用拡大
のための技術開発を推進
する。

○2030年までに輸送部門
のエネルギー需要の相当
量をバイオ燃料で賄うこ
とを目指し、国内でのバ
イオエタノール生産の低
コスト化・高効率化によ
る生産量の拡大を図る。

○アジア各国において、
運輸部門の温室効果ガス
排出を抑制すべく、バイ
オ燃料の普及を進める。

○ごみ発電と比肩する廃
棄物処理システムとして
生ごみバイオガス化シス
テムを確立し、普及を図
る。

○2007年秋頃に、ＯＥＣ
Ｄの国際ガイドライン等
の国際共同研究の成果を
踏まえ、物質フロー・資
源生産性の評価・活用手
法等の国際整合化に向け
て主導的に取り組み、国
際会議を開催する。

○バーゼル条約の枠組み
を活用しながら、アジア
諸国におけるＥ－waste
（廃電気電子製品）等の
適正な輸出入確保のた
め、情報共有等の国際的
な取組を充実させる。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（10）優れた投資環境
づくりによる対日直接
投資の倍増

○対日投資会議で対日直
接投資加速プログラムを
取りまとめ、所要の施策
を推進する。

○所要の見直しを行いつ
つ、施策を推進する。

○2010年に対日直接投資
残高を対ＧＤＰ比倍増と
なる５％程度にすること
を目指す。

（１）日本のイニシア
チブによる東アジア経
済統合の推進

②東アジアにおけるＯ
ＥＣＤのような国際的
体制の構築に向けた取
組

○東アジア地域の共通課
題について調査分析・政
策提言・調整機能を持つ
国際的体制の構築に向け
て積極的に取り組む。

○左記の体制の機能強化
を目指すとともに、関連
する各国政府・機関等と
の連携強化に向けて積極
的に取り組む。

○アジア太平洋地域に渡
る協力も得ながら、左記
の体制により東アジア経
済統合の推進に向けて積
極的に取り組む。

（産業発展を支える技術
や制度の「アジア標準」
の創出・展開）
○一部の国で制度構築に
成功したモデル（中小企
業診断士、産業技能検
定、公害防止管理者）を
その他東アジア諸国に展
開する。

○日本標準となっている
環境管理の規格・手法な
どについて国際的な普及
を図るとともに、アジア
諸国と共同して国際的な
体制づくりを推進する。

○東アジア共通の産業基
盤を「アジア標準」とし
て整備すべき新たな分野
の選定に着手する。

○「モデル協定」を活用
するなど、交渉加速化に
向けた改善策を講じつ
つ、「グローバル戦略」
別添の工程表に沿って、
スピード感を持ってアジ
ア諸国を中心としたＥＰ
Ａ交渉を進める。

○「東アジアＥＰＡ」構
想を含め、東アジア共同
体の在り方について、我
が国が採るべき外交・経
済戦略上の観点から、政
府内で十分議論してい
く。

③日本の経験や知恵を
いかした東アジア共通
の産業基盤の整備

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

①アジア諸国との経済
連携協定（ＥＰＡ）の
早期締結等東アジア経
済圏の構築に向けた経
済連携の取組

２
　
ア
ジ
ア
等
海
外
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
取
り
込
み

（産業発展を支える技術
や制度の「アジア標準」
の創出・展開）
○ 東アジアワイドの制度
構築の成功モデル例を作
り上げる。

○日本標準となっている
環境管理の規格・手法な
どについて、国際規格な
どにおける位置づけを向
上させる。

○「アジア標準」として
東アジア共通の産業基盤
の整備を加速すべき分野
を確立する。

○遅くとも2010年には我
が国全貿易額に占めるＥ
ＰＡ締結国との貿易額の
割合が25%以上になってい
ることが期待されている
ことを念頭に、アジア諸
国を中心とした経済連携
の取組を進める。

○政府内での議論及び国
際的な経済連携の進展等
を踏まえ、開かれた東ア
ジア経済圏構築を目指
し、適切に対応する。

○開かれた東アジア経済
圏構築を目指し、経済連
携の取組を進める。

（産業発展を支える技術
や制度の「アジア標準」
の創出・展開）
○東アジアワイドの制度
構築の成功モデル例を積
み上げ、「アジア標準」
を普及させる。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

④ＡＰＥＣへの積極的
な取組

○「釜山ロードマップ」
を着実に実施するための
新しい行動計画の策定に
積極的に貢献する。

○産業界と連携した投資
環境改善、投資に関する
ＦＴＡモデルの策定、途
上国の専門家の能力向上
支援、感染症対策等安全
保障分野での地域協力に
ついて、特に日本が率先
して取り組む。また模倣
品・海賊版問題に対応し
たモデル・ガイドライン
を策定し、ＡＰＥＣメン
バーに着実な実施を促
す。

（東アジアの成長を担う
産業人材の育成）
○同中期計画を踏まえて
産業人材育成を進める。

（東アジアワイドの産業
インフラ整備の推進）
○相手国政府との協議も
行いつつ、実施状況を評
価し、所要の見直しを行
う。

（東アジアの成長を担う
産業人材の育成）
○現行の産業人材育成事
業の総合的な評価を行う
とともに、中期的な計画
（「東アジア産業人材育
成・中期計画（仮
称）」）を策定する。

（東アジアワイドの産業
インフラ整備の推進）
○東アジア諸国及び国境
を越える電力や運輸・通
信分野などの産業インフ
ラ整備において、地域・
国ごとの状況を踏まえ、
官民パートナーシップを
強化し、経済協力を活用
しつつ、製造や建設分野
等における日本の優れた
技術・ノウハウの普及に
取り組む。

○経済協力を活用した産
業インフラ整備に関し、
その実施状況やビジネス
環境の改善効果を的確に
評価する仕組みを構築す
る。

○経済協力の場におい
て、重点開発課題の効果
的・効率的な解決を図る
ため、大学の知を活用す
る。

○ボゴール目標年であ
り、日本が主催国となる
2010年に向けて、以下の
３分野に積極的に取り組
む。①投資環境整備、質
の高いＦＴＡの推進、貿
易取引費用の削減、構造
改革等、②中小企業の振
興、人材育成等、③テ
ロ・鳥インフルエンザ対
策等。

○ＡＰＥＣの事務局機能
の強化に向けて、具体的
な検討を行う。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

２
　
ア
ジ
ア
等
海
外
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
取
り
込
み

（東アジアの成長を担う
産業人材の育成）
○同中期計画の実施状況
を評価し、所要の見直し
を行う。

（東アジアワイドの産業
インフラ整備の推進）
○相手国政府との協議も
行いつつ、実施状況に加
えて、ビジネス環境の改
善効果を的確に評価し、
所要の見直しを行う。

○ＷＴＯドーハラウンド
及びＥＰＡ／ＦＴＡなど
がアジアの経済発展にも
たらす成果を踏まえ、ア
ジア太平洋地域における
「自由で開かれた貿易・
投資」の達成を通じ、Ａ
ＰＥＣ地域の「加速さ
れ、バランスがとれ、衡
平的な経済成長」を実現
する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（２）アジア等との協
働を促進し、グローバ
ル化に対応する制度の
整備

○日米新租税条約をモデ
ルとし、投資所得の源泉
地国課税の引き下げに向
けた租税条約交渉に引き
続き取り組む。

○各国の国際課税に関す
る課題について、情報の
収集・整理や相手国との
協力など改善に向けた取
組を積極的に進める。

○「経済財政運営と構造
改革に関する基本方針
2005」（平成17年６月21
日閣議決定）で示された
「ＯＤＡの戦略的拡充と
改革」の徹底、国際公約
の着実な実施、円借款の
積極的な活用、現地の実
施体制の抜本的強化、包
括的な事業コスト縮減目
標の援助の内容等に応じ
た設定、コスト削減の工
程表の策定を行う。

○海外経済協力会議にお
いて「新たな基本方針」
を早急に審議し策定す
る。

○農業及び非農産品市場
アクセスのモダリティの
早期確立、2006年末の交
渉妥結を目指し積極的に
取り組む。

○途上国の「一村一品」
運動、人づくり支援等を
通じ、「開発イニシア
ティブ」（2005年12月に
小泉総理大臣が発表した
途上国支援策）を着実に
実施する。

⑥アジア等海外のダイ
ナミズムをいかす経済
協力の実施

○日米新租税条約をモデ
ルとし、投資所得の源泉
地国課税の引き下げに向
けた租税条約交渉に引き
続き取り組む。

○各国の国際課税に関す
る課題について、情報の
収集・整理や相手国との
協力など改善に向けた取
組を積極的に進める。

⑤ＷＴＯドーハ・ラウ
ンドへの積極的取組

①グローバル化に対応
する制度の整備

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

２
　
ア
ジ
ア
等
海
外
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
取
り
込
み

○所要の見直しを行いつ
つ推進する。

○ドーハ・ラウンド後に
おいても、ＷＴＯ体制の
下での、一層永続性のあ
る多角的貿易体制の発展
に取り組む。

○所要の見直しを行いつ
つ推進する。

○海外経済協力会議にお
いて「新たな基本方針」
を早急に審議し策定す
る。

○ドーハ・ラウンドの合
意内容を着実に実施する
とともに、多角的な貿易
の拡大、多角的貿易体制
への信頼の維持・拡大、
実効性ある通商ルールに
基づく通商紛争の解決等
を図る。「開発イニシア
ティブ」を着実に実施
し、途上国の輸出能力の
向上、ひいては経済発展
を図る。

○日米新租税条約をモデ
ルとし、投資所得の源泉
地国課税の引き下げに向
けた租税条約交渉に引き
続き取り組む。

○各国の国際課税に関す
る課題について、情報の
収集・整理や相手国との
協力など改善に向けた取
組を積極的に進める。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

③日本版Ｃ－ＴＰＡＴ
の導入等

○特定輸出申告制度につ
いて、利便性の向上と的
確な制度運用の確保を勘
案しつつ、見直しを行
う。

○通関情報処理システム
の最適化計画等を踏ま
え、税関手続の改善を図
る。

○いわゆる日本版Ｃ－Ｔ
ＰＡＴの導入を行う。

（１）世界最先端のエ
ネルギー需給構造の実
現

①省エネルギーフロン
トランナー計画

○2030年までの省エネル
ギー技術戦略及びロード
マップの第一版を2006年
度中に公表する。国の研
究開発プログラムの見直
しに着手する。

○事業用途の設備・技術
など、各分野において、
省エネ水準を市場に明示
するような性能基準（ベ
ンチマーク）と、その普
及を加速化させる仕組み
を整備する。

○我が国全体のエネル
ギー消費効率について、
温室効果ガスの排出量削
減を巡る内外の動向を踏
まえつつ、2030年までに
更に少なくとも30％の効
率改善を目指す。

○外国人労働者問題関係
省庁連絡会において、生
活者としての外国人の問
題について、日本語教育
の拡充、不就学児童の解
消を目指す取組など社会
的統合の推進、外国語表
記の拡大などについて検
討し、総合的な対策を
2006年内にまとめる。

○「地域における多文化
共生推進プラン」（平成
18年３月27日）を踏ま
え、2006年度内に少なく
とも全都道府県・政令都
市において、それぞれの
指針・計画を策定するよ
う推進を図る。

○「企業結合審査に関す
る独占禁止法の運用指
針」（平成１６年５月３
１日）を見直し、結論を
得る（市場画定の在り
方、独占禁止法上の問題
が生じることがないと考
えられる企業結合の範囲
に関する基準、輸入圧力
等の評価に関する基準
等）。

○個別事例の公表内容の
より一層の充実化を図
り、輸入圧力等の評価に
関して独占禁止法上の判
断の根拠やその考え方を
明確に示す。

（３）グローバル化に
対応する多文化共生社
会の構築

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

②経済のグローバル化
に対応した企業結合審
査に関するガイドライ
ンの見直し

２
　
ア
ジ
ア
等
海
外
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
取
り
込
み

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

○経済実態に合わせて届
出制度など企業結合規制
のあり方を見直す。

○審査結果の評価分析・
公表や経済学的な分析手
法の審査への活用など透
明性の高い企業結合審査
を実現する。

○経済実態の変化を踏ま
えて企業結合規制を不断
に見直し、企業の組織再
編に当たっての予見可能
性並びに手続の透明性及
び迅速性を確保する。

○生活者としての外国人
の問題についての総合的
な対策を着実に実施す
る。

○生活者としての外国人
の問題についての総合的
な対策を着実に実施す
る。

○地域における多文化共
生社会を構築するための
総合的な対策を実施する
よう推進を図る。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○必要な断熱が施され、
かつ住み方に見合った設
備・機器を備えた快適で
環境に優しい住まいの在
り方、実現・普及につい
て、検討を開始する。

○民生用機器などにおけ
るトップランナー基準の
きめ細かな整備を行う。

○トップランナー基準な
どによって省エネ性能の
高さを市場に示しつつ、
新たな技術により省エネ
性能を高めた設備等に関
し、初期需要創出支援を
行う。

○輸送分野における省エ
ネ対策の普及・促進を図
るため、省エネ法の周知
徹底を引き続き行うほ
か、ベストプラクティス
情報に係る整備や人材育
成の在り方等について検
討を行う。

①省エネルギーフロン
トランナー計画

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

○住宅と設備の総合的な
省エネ評価方法を開発す
る。

○トップランナー制度の
適用対象を業務部門を中
心に拡大する。省エネに
対する取組に熱心な企
業、行政機関、教育機
関、個人等への表彰制度
を強化する。

○企業等における省エネ
の取組を可視化するため
の確認・評価手法を2008
年までに開発する。

○セクター別ベンチマー
ク及び評価制度に関する
国際的な枠組みの確立に
向けて、国際的な対話を
本格化させる。

○ＩＴ等を活用した交通
需要マネジメント手法の
開発普及、都市における
公共交通へのシフト等、
省エネ型都市・地域の在
り方について検討すると
ともに、そのモデルとな
る実例を実現する。

○輸送分野における省エ
ネ対策の普及・促進を図
るため、省エネ法の周知
徹底を引き続き行うほ
か、ベストプラクティス
情報に係る整備や人材育
成の在り方等について検
討を行い、適切に推進す
る。

②運輸エネルギーの次
世代化

○バイオ燃料（バイオエ
タノール）、ＧＴＬ・Ｂ
ＴＬ等の一層の普及、燃
料電池車・電気自動車等
低公害車の一層の普及等
に取り組む。

○バイオエタノールの安
定供給及び経済性等の課
題に留意しつつ、自動車
産業に10％程度のエタ
ノール混合ガソリンへの
対応を促し、既販車の安
全性及び排ガス性状を確
認した上で、対応車の普
及状況を勘案しつつ、
2020年頃を目途にエタ
ノールを含む含酸素化合
物の混合上限規定を見直
すこととする。

○2008年度中に、レギュ
ラーガソリンのオクタン
価向上の是非について結
論を得る。

○給油所における環境・
安全対策支援などバイオ
由来燃料の供給インフラ
の整備等を推進する。

○バイオ燃料の供給促進
に向けた開発輸入への支
援の在り方を検討する。

○ディーゼル車のエネル
ギー政策上の意義を見直
す。

○次の10年間を見越した
燃費基準を策定する。

○バイオディーゼル燃料
の規格を策定する。

○電気自動車等低公害車
の普及を推進するととも
に、水素燃料電池自動車
等次世代低公害車、次世
代電池の技術開発を推
進、支援する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（初期投資負担の平準化
など原子力発電の新増設
投資の促進）
○官民によるリスク分散
の対応策、広域運営の促
進方策などを検討する。

（核燃料サイクルの早期
確立）
○2010年頃の新型遠心分
離機の導入、2012年の軽
水炉ＭＯＸ燃料加工工場
操業開始、2010年度まで
における16～18基のプル
サーマル導入などを目指
した理解促進活動や必要
な技術開発の推進などの
取組を継続する。

（初期投資負担の平準化
など原子力発電の新増設
投資の促進）
○減価償却費負担の平準
化に向けた企業会計上の
手当てなどの2006年度決
算からの導入に向け、検
討を開始する。

（核燃料サイクルの早期
確立）
○六ヶ所再処理工場の操
業開始、プルサーマル導
入の推進などの理解促進
活動を強化する。

○新型遠心分離機、軽水
炉ＭＯＸ燃料加工に関す
る技術開発を推進するな
ど、国内における原子力
産業を強化する。

○燃料電池技術開発プロ
ジェクトを実施する。

○蓄電池技術開発プロ
ジェクト及び次世代太陽
光発電プロジェクトを実
施する。また、バイオエ
タノール高効率製造技術
開発を推進する。

○太陽光、風力、バイオ
マスなど初期普及期にあ
る新エネルギーの普及を
支援する。

○次世代エネルギーパー
クなどを通じた国民の新
エネルギーの理解を促進
する。

③新エネルギーイノ
ベーション計画

④原子力立国計画

○自動車の新車販売のハ
イブリッド化を推進する
とともに、電気自動車・
燃料電池自動車の導入を
促進する。

○2030年までに太陽光発
電のコストを火力発電並
みとする。

（初期投資負担の平準化
など原子力発電の新増設
投資の促進）
○2030年までに発電電力
量に占める原子力比率
を、30～40％という現在
の水準、若しくは、それ
以上とする。

（核燃料サイクルの早期
確立）
○核燃料サイクルに関す
る理解促進活動や必要な
技術開発を継続して実施
する。

○新エネルギー技術ベン
チャービジネスを支援す
るための環境整備を行
う。

○新世代自動車向け次世
代電池の技術開発プロ
ジェクトを実施する。

○太陽光発電産業群育成
に向けた技術開発を推進
するための環境整備を行
う。

○太陽光、風力、バイオ
マスなどを活用した地域
ビジネスの普及を支援す
る。

○次世代エネルギーパー
クなどを通じた国民の新
エネルギーの理解を促進
する。

○2030年までに、運輸部
門の石油依存度を80％程
度となり得ることを目指
し、必要な環境整備を行
う。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

②運輸エネルギーの次
世代化

○ＧＴＬの技術開発を一
層促進するほか、ＢＴ
Ｌ、ＣＴＬ等次世代燃料
の技術開発を進める。

○電気自動車等低公害車
の普及推進や次世代低公
害車の実用化推進を行う
とともに、新世代自動車
向け次世代電池の技術開
発プロジェクトを実施す
る。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

④原子力立国計画 （高速増殖炉サイクルへ
の早期の円滑な移行の実
現）
○高速増殖炉サイクルの
実用化戦略調査研究
フェーズⅡの成果の評価
を行い、その後の研究開
発の方針を提示する。

○高速増殖炉サイクル実
用化に向けた移行シナリ
オを早期に策定し、研究
開発側と導入者側等関係
者間での検討を開始す
る。

(原子力発電拡大と核不拡
散の両立に向けた国際的
な枠組み作りへの関与)
○ＧＮＥＰ構想など新た
な国際的枠組づくりに協
力する。

（次世代を支える技術開
発や人材の維持・強化）
○20年ぶりの官民一体で
の次世代軽水炉開発プロ
ジェクト（日本型軽水炉
開発の事業化調査）を
2006年度から開始する。

○現場技能者の育成・技
能継承への支援（個別企
業の枠を越えた地域の取
組への支援）を2006年度
から開始する。

(核融合エネルギー技術の
研究開発の推進）
○ＩＴＥＲ計画及び幅広
いアプローチの早期開始
に向けて、協定締結手続
等を進める。

（高速増殖炉サイクルへ
の早期の円滑な移行の実
現）
○高速増殖炉「もん
じゅ」の運転を再開す
る。

○実用化戦略調査研究
フェーズⅡの評価を踏ま
え、高速増殖炉サイクル
に関する研究開発を引き
続き推進する。

○実証炉と関連サイクル
実証施設の導入技術の選
定・開発に向けた研究開
発側と導入者側等関係者
間での検討を進める。

(原子力発電拡大と核不拡
散の両立に向けた国際的
な枠組み作りへの関与)
○必要に応じて具体的な
国際研究協力を実施す
る。

（次世代を支える技術開
発や人材の維持・強化）
○事業化調査の結果を踏
まえ、次世代軽水炉の開
発段階に移行する。

(核融合エネルギー技術の
研究開発の推進）
○合意されたスケジュー
ルに従い、ＩＴＥＲ建設
活動及び幅広いアプロー
チを着実に実施する。

（高速増殖炉サイクルへ
の早期の円滑な移行の実
現）
○高速増殖原型炉「もん
じゅ」の運転再開後、10
年程度以内を目途に、発
電プラントとしての信頼
性の実証、ナトリウム取
扱い技術の確立などの所
期の目的を達成する。

○2015年頃までに高速増
殖炉サイクルの適切な実
用化像と実用に至るまで
の研究開発計画を提示す
る。その提示に向け、実
用化に向けた導入技術の
選定、開発を実施する。

○実証炉及び関連サイク
ル施設の2025年頃までの
実現を目指す。

（原子力発電拡大と核不
拡散の両立に向けた国際
的な枠組み作りへの関与)
○必要に応じ国際研究協
力を継続して実施すると
ともに、その研究成果を
踏まえた国際的枠組の具
体化に協力する。

（次世代を支える技術開
発や人材の維持・強化）
○2030年前後と予想され
るリプレース期における
本格的な導入を目指し、
次世代軽水炉の開発を継
続して実施する。

（核融合エネルギー技術
の研究開発の推進）
○ＩＴＥＲ建設活動を着
実に実施する。幅広いア
プローチについて、合意
されたスケジュールに従
い、着実に実施する。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

（２）資源外交、環
境・エネルギー協力等
の総合的な強化

（資源確保戦略の強化と
資源国との総合的な関係
強化等）
○2030年までに、我が国
の自主開発比率を引取量
ベースで40％に引き上げ
ることを目指す。

（放射性廃棄物対策の強
化）
○高レベル放射性廃棄物
の最終処分地の候補地選
定に向け、地域支援の充
実、全国各地での広報の
強化を行う。

○2030年代半ば頃の最終
処分開始を目指し、地層
処分技術の信頼性・安全
性の向上のための技術開
発を推進する。

○高レベル放射性廃棄物
等の地層処分のための安
全規制制度の整備を進め
る。

（より効果的な安全規制
の導入・定着）
○原子力発電所の高経年
化対策の実績を踏まえガ
イドライン等の見直しを
行う。また、高経年化対
策の技術情報基盤の整備
を推進するため、産学官
の連携の強化等を図る。

○「検査の在り方に関す
る検討会」の結論等を踏
まえ、品質保証を重視し
た検査制度を充実・強化
するため、また、現在、
運転停止中に集中してい
る検査から、運転中も含
めた個別プラントの保安
活動全体を的確に確認す
る検査へ移行するため、
制度整備を進める。

（資源確保戦略の強化と
資源国との総合的な関係
強化等）
○中核的企業を始めとす
る我が国資源開発企業へ
リスクマネーを供給す
る。

○エネルギー以外の分野
も含めた資源国との総合
的な関係を強化する。

（放射性廃棄物対策の強
化）
○高レベル放射性廃棄物
の最終処分地の候補地選
定プロセスを継続的に実
施する。

○地層処分技術の信頼
性・安全性の向上のため
の技術開発を継続的に実
施する。

○関係機関における検討
等を踏まえ、炉心等廃棄
物の余裕深度処分のため
の規制基準等の整備を進
める。

（より効果的な安全規制
の導入・定着）
○原子力発電所の高経年
化対策を継続的に着実に
運用する。また、安全研
究の推進、産学官の連携
の強化等を推進する。

○「検査の在り方に関す
る検討会」の結論等を踏
まえ、品質保証を重視し
た検査制度を充実・強化
し、また、現在、運転停
止中に集中している検査
から、運転中も含めた個
別プラントの保安活動全
体を的確に確認する検査
へ移行し、安全規制の実
効性を高める。

①総合資源確保戦略

④原子力立国計画

（資源確保戦略の強化と
資源国との総合的な関係
強化等）
○中核的企業を始めとす
る我が国資源開発企業へ
リスクマネーを供給す
る。

○エネルギー以外の分野
も含めた資源国との総合
的な関係を強化する。

（放射性廃棄物対策の強
化）
○2030年代半ば頃を目途
に最終処分を開始する。

○関係機関における検討
等を踏まえ、核燃料サイ
クル施設からの廃棄物の
クリアランス制度のため
の規制基準等の整備を進
める。

（より効果的な安全規制
の導入・定着）
○原子力発電所の運転年
数を考慮した高経年化対
策の継続的改善を図る。

○検査の有効性を継続的
に高めるため、規制活動
の結果を定期的に自己評
価し、検査制度の継続的
改善を図る。

第
１
　
国
際
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争
力
の
強
化

３
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的
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

①総合資源確保戦略 ○資源確保指針の策定を
通じた公的金融や経済協
力との戦略的な連携を図
る。

○非在来型資源の生産・
利用技術等の技術開発を
実施する。

○以上の取組等を通じ
て、石油・天然ガスの自
主開発の推進及び供給源
の多様化を戦略的に推進
する。

（化石エネルギーのク
リーンな利用の開拓）
○石炭ガス化複合発電や
残渣油の有効活用技術な
ど化石燃料のクリーンな
利用技術の開発及び普及
を支援する。

○火力発電や産業部門の
ボイラ需要などにおける
天然ガスの利用拡大を支
援する。

（鉱物資源戦略の強化）
○ウラン資源の探鉱開発
活動や関連投資活動への
支援等開発支援策を推進
する。

○資源国において関係の
深い経済協力案件の発掘
強化、必要な二国間協定
等の整備を進める。

○非鉄金属のマテリアル
フローの把握、代替材料
の開発支援、リサイクル
の促進など、鉱物資源に
関する総合的な対策を実
施する。

②アジア環境・エネル
ギー協力戦略

（化石エネルギーのク
リーンな利用の開拓）
○石炭ガス化複合発電や
残渣油の有効活用技術な
ど化石燃料のクリーンな
利用技術の開発及び普及
を支援する。

○火力発電や産業部門の
ボイラ需要などにおける
天然ガスの利用拡大を支
援する。

（鉱物資源戦略の強化）
○ウラン資源の探鉱開発
活動や関連投資活動への
支援等開発支援策を推進
する。

○資源国において関係の
深い経済協力案件の発掘
強化、必要な二国間協定
等の整備を進める。

○非鉄金属のマテリアル
フローの把握、代替材料
の開発支援、リサイクル
の促進など、鉱物資源に
関する総合的な対策を実
施する。

（新エネ・省エネルギー
協力）
○中国、インドを始めと
するアジアの重点国と省
エネルギー政策対話を実
施し、省エネアクショ
ン・プランを策定する。

（新エネ・省エネルギー
協力）
○アジア諸国での省エネ
制度構築及び省エネ制度
の的確な運用を支援する
とともに、我が国の省エ
ネ基準、ラベリングの国
際展開を図る。

○資源確保指針の策定を
通じた公的金融や経済協
力との戦略的な連携を図
る。

○非在来型資源の生産・
利用技術等の技術開発を
実施する。

○以上の取組等を通じ
て、石油・天然ガスの自
主開発の推進及び供給源
の多様化を戦略的に推進
する。

（化石エネルギーのク
リーンな利用の開拓）
○石炭ガス化複合発電や
残渣油の有効活用技術な
ど化石燃料のクリーンな
利用技術の開発及び普及
を支援する。

○火力発電や産業部門の
ボイラ需要などにおける
天然ガスの利用拡大を支
援する。

（鉱物資源戦略の強化）
○ウラン資源の探鉱開発
活動や関連投資活動への
支援等開発支援策を推進
する。

○資源国において関係の
深い経済協力案件の発掘
強化、必要な二国間協定
等の整備を進める。

○非鉄金属のマテリアル
フローの把握、代替材料
の開発支援、リサイクル
の促進など、鉱物資源に
関する総合的な対策を実
施する。

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

（新エネ・省エネルギー
協力）
○アジア諸国における自
律的な省エネの推進・新
エネの導入促進により、
アジア諸国のエネルギー
需給構造を改善する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

②アジア環境・エネル
ギー協力戦略

○アジア諸国において温
室効果ガスの排出を抑制
すべく、太陽光発電等及
び省エネ機器・設備の一
層の普及を推進する。

○アジア各国において、
運輸部門の温室効果ガス
排出を抑制すべく、バイ
オ燃料の一層の普及を推
進する。

（石炭協力）
○アジア諸国における化
石燃料のクリーン利用技
術の普及などを通じ、ア
ジアのエネルギー需給の
安定に貢献する。

（石油備蓄協力）
○緊急時融通制度などを
通じたアジアにおけるエ
ネルギー協力の地域枠組
みの構築を模索する。

○「日中省エネルギー・
環境総合フォーラム」等
の開催を通じて、中国、
インド等のアジア諸国と
の二国間の政策対話、ビ
ジネスベースでの交流を
強化する。

○「省エネルギー・新エ
ネルギー国際協力協議
会」等の開催を通じて、
我が国の協力関係機関間
の連携を強化する。

○我が国の優れた省エネ
機器、設備の普及等の我
が国企業のビジネス展開
を支援するため、モデル
事業、セミナー等を着実
に実施する。

○アジアにおける太陽光
発電等の普及のグランド
デザインを検討する。

○アジア産バイオ燃料普
及のグランドデザインを
検討する。

（石炭協力）
○中国、インドネシア、
ベトナムを中心に研修受
入、専門家派遣、セミ
ナー開催等を実施し、我
が国の優れた石炭のク
リーン利用技術、石炭生
産・保安技術のアジア地
域での普及を図る。

○特に、中国において
は、石炭液化の技術協力
等を実施する。

（石油備蓄協力）
○アジアにおける石油備
蓄の導入に向けて共通認
識の醸成を図る。

○新エネルギー買取制度
等の新エネ分野の制度構
築を支援するとともに、
気候条件等の地域特性を
踏まえた新エネ技術の共
同実証を着実に実施す
る。

○国際機関、国際ＮＰＯ
等との連携を強化し、国
際的な省エネ推進体制を
構築する。

○アジア太平洋パート
ナーシップなどへの貢献
を通じ、企業の省エネル
ギー取組の市場評価を促
進する。

○アジアにおける太陽光
発電等の普及のグランド
デザインを策定する。新
エネルギーや省エネル
ギー分野において、ＣＤ
Ｍの活用支援等により、
企業のアジア諸国におけ
る事業展開を促進する。

○アジア産バイオ燃料の
普及のグランドデザイン
を策定し、その持続可能
な生産・普及に向けた取
組を推進する。

（石炭協力）
○石炭のクリーン利用技
術、石炭生産・保安技術
のアジア地域での更なる
普及を図る。また、ＣＤ
Ｍを活用した石炭クリー
ン利用技術のアジアへの
普及を図る。

（石油備蓄協力）
○アジア各国における備
蓄制度の構築など緊急時
対応体制の整備に対し、
必要なノウハウ・制度面
での協力を進める。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

（原子力協力）
○ベトナム・インドネシ
アの新規原子力発電所建
設に参画する我が国企業
を支援する。

（原子力安全確保のため
の地域的協力枠組みの創
設）
○北東アジア地域におけ
る原子力安全規制機関の
連携を更に強化してい
く。

（クール・ビズの取組の
アジアへの発信）
○アジアの風土・伝統を
いかしつつ環境に配慮し
たライフスタイルについ
て、アジアに情報発信す
る。

（アジア共同の環境危機
情報システムの形成）
○東アジア広域環境政策
の形成や官民共同の環境
情報活用システムの形成
を目指す。

（原子力協力）
○ベトナム・インドネシ
アへの制度整備支援を定
着させるとともに、人材
育成支援を継続実施す
る。

○中国の新規原子力発電
所建設に参画する我が国
企業を最大限支援すると
ともに、人材育成支援を
継続実施する。

（原子力安全確保のため
の地域的協力枠組みの創
設）
○北東アジア地域におけ
る原子力安全規制機関の
連携の下で具体的な原子
力安全に係る地域内協力
を実施していく。

（クール・ビズの取組の
アジアへの発信）
○アジアの風土・伝統を
いかしつつ環境に配慮し
たライフスタイルについ
て、アジアに情報発信す
る。

（アジア共同の環境危機
情報システムの形成）
○アジア諸国と連携しつ
つ、個別課題ごとに環境
モニタリングの質及び量
の向上を図る。

②アジア環境・エネル
ギー協力戦略

（原子力協力）
○原子力発電所導入を図
るベトナム・インドネシ
アに対して、核不拡散及
び安全確保のために必要
な制度整備の支援を開始
するとともに、人材育成
支援を継続実施する。

○中国の新規原子力発電
所建設に参画する我が国
企業を最大限支援すると
ともに、人材育成支援を
継続実施する。

（原子力安全確保のため
の地域的協力枠組みの創
設）
○原子力発電の大幅な拡
張が計画されている北東
アジア地域全体における
原子力発電の一層の安全
性向上を目指して、地域
協力の枠組み構築等、北
東アジアの原子力発電諸
国における原子力安全規
制機関の連携を強化する
ための方策を検討する。

（クール・ビズの取組の
アジアへの発信）
○アジア諸国の大使等の
参加を得て、クール・ビ
ズファッションショーを
実施する。

（アジア共同の環境危機
情報システムの形成）
○アジア地域において、
酸性雨など個別課題ごと
に環境モニタリングの
ネットワークづくり等に
取り組み、アジア諸国に
おける環境管理能力の向
上を図るとともに、モニ
タリングで得られる環境
情報の活用、ビジネスへ
の応用等の課題を検討す
る。

○環境モニタリングの向
上のため、温室効果ガス
観測技術衛星（ＧＯＳＡ
Ｔ）センサーの開発など
のインフラ整備を実施す
る。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開 （３）エネルギーの供
給途絶に備えた緊急時
対応の充実

○必要に応じ整備方針を
修正しつつ、必要な施策
を着実に推進する。

○備蓄水準に関してはＩ
ＥＡ主要加盟国平均以上
を維持しつつ、状況変化
を適切に把握し、必要に
応じ石油備蓄制度の見直
しを継続していく。

○備蓄水準に関してはＩ
ＥＡ主要加盟国平均以上
を維持しつつ、状況変化
を適切に把握し、必要に
応じ石油備蓄制度の見直
しを継続していく。

○国内ガス供給インフラ
の今後の整備の方針につ
いて検討の上、必要な施
策を着実に推進する。

○状況に応じ、エネル
ギー企業における事業継
続性計画のガイドライン
を整備する。

○国家製品備蓄の導入、
国家備蓄放出の機動性強
化（貸付措置の導入等）
の整備を図る。

○国内天然ガスパイプラ
イン網の整備状況につい
て調査を実施する。

○エネルギー企業におけ
る事業継続性計画の策定
普及に向けた取組を開始
する。

（我が国の先進的な３Ｒ
技術・システムの展開）
○３Ｒ技術・システムの
移転促進の国際的な枠組
みの充実を図り、先進的
な技術・システムの研究
開発やその東アジアへの
普及を推進する。

○2012年頃までに、東ア
ジアでの循環型社会の構
築に向けた基本的な考え
方や目標を定めた「東ア
ジア循環型社会ビジョ
ン」を策定する。

（環境問題、省エネル
ギー、再生可能エネル
ギーに係る人材の養成）
○アジアの諸大学・大学
院等との連携等により、
環境分野に強い人材育成
を推進する。

○産業界と連携して、企
業の環境管理のための人
材養成を促進する。

（我が国の先進的な３Ｒ
技術・システムの展開）
○2008年を目途に、アジ
ア開発銀行（ＡＤＢ）や
国連環境計画（ＵＮＥ
Ｐ）と連携し、アジアを
中心とした３Ｒ技術・シ
ステムの情報拠点（ナ
レッジ・ハブ）を構築す
る。

○2007年のべトナムを始
め、アジアにおいて、３
Ｒ推進のための計画策定
やプロジェクト等への支
援を推進する。

（環境問題、省エネル
ギー、再生可能エネル
ギーに係る人材の養成）
○アジアの諸大学・大学
院等との連携等により、
環境分野に強い人材育成
を推進する。

○産業界と連携して、企
業の環境管理のための人
材養成を促進する。

②アジア環境・エネル
ギー協力戦略

（我が国の先進的な３Ｒ
技術・システムの展開）
○2006年秋頃に、東アジ
アの産業界、学界、行政
等の専門家が連携し、最
先端の３Ｒ技術・システ
ムの情報交換のための研
究ネットワークを形成す
る。

○2006年秋頃に、３Ｒイ
ニシアティブの一層の推
進に向け、アジア諸国を
中心に、生ごみの処理な
どの具体的な課題に対応
するための国際会議を開
催する。

（環境問題、省エネル
ギー、再生可能エネル
ギーに係る人材の養成）
○「国連持続可能な開発
のための教育10年」を踏
まえ、アジアの大学や大
学院間のネットワークづ
くりの促進や、ビジネス
リーダーの養成など、環
境分野に強い人材育成の
ための方策を検討する。

○産業界と連携して、環
境経営に関する実務的な
研修の基盤整備や海外進
出・関連企業の現場での
人材育成上の課題の検討
を行う。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

３
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
戦
略
的
展
開

第
１
　
国
際
競
争
力
の
強
化

○技術開発戦略をベース
として、超長期をも見据
えた将来の方向性の共有
により、官民の長期にわ
たる軸のぶれない取組を
確保し、世界のトップラ
ンナーであり続ける。

（４）エネルギー技術
戦略の策定、強いエネ
ルギー産業の実現

○エネルギー技術開発戦
略について、関係者間の
継続的な意思疎通等から
出てきた意見を十分考慮
した形で、これを毎年見
直す（ローリング）とと
もに、これを参考にした
重点的かつ効果的な技術
開発を推進する。

○2006年に第１版を策定
するエネルギー技術開発
戦略を参考に重点的支援
を行うとともに、効果的
な開発体制の在り方につ
いても検討を進める。

24



長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

項目 短期
（2006年度内）

（２）ＩＴを活用した
中小企業の経営力の向
上

○「ＩＴ新改革戦略」
（平成18年１月19日）の
目標を確実に達成するた
め、中長期的な観点から
政府が迅速かつ重点的に
実施すべき具体的な施策
をとりまとめ、「重点計
画-2006」等を通じて関係
府省の取組強化を図る。

○産官学による生産性向
上の意義の共有・普及の
ための「トップセミ
ナー」や地方イベントを
開催する。

○「ＩＴの戦略的導入の
ための行動指針」、「Ｉ
Ｔ経営力指標」の策定・
普及を行う。

○「安心・安全な情報経
済社会の実現のための行
動計画」を着実に実施す
る。

○１個５円以下の低価格
電子タグを市場へ供給す
るとともに、商品コード
等の国際標準を実現する
ことにより、電子タグの
活用基盤を整備する。

○継続して各施策の進捗
状況の把握・評価を行
い、必要に応じて関連施
策の見直し等を指示する
など、各施策の実現に向
けて取組の強化を図る。

○「安心・安全な情報経
済社会の実現のための行
動計画」を見直す。

○組込みソフトウェアの
信頼性を高めるための開
発環境の整備及び技術開
発を行う。

○ミドルウェアを含めた
電子タグの規格の国際標
準化を推進するととも
に、あらゆる産業での利
用拡大を通じて、流通効
率化や新産業の創出を実
現する。

○中小企業における「Ｉ
Ｔ経営」の先進的成功事
例を「ＩＴ経営百選」と
して表彰する。

○全国９ブロックで設
立・運営されている「Ｉ
Ｔ経営応援隊」を通じ
て、成功事例の紹介、セ
ミナー等を行い、中小企
業への「ＩＴ経営」の普
及を図る。

○中小企業経営者等に対
して、「ＩＴ経営応援
隊」事業を通じて「ＩＴ
経営」に必要な知識習得
のための研修を行う。

○ＩＴコーディネータ等
専門家を活用し、中小企
業のＩＴを活用した経営
革新を支援する。

１
　
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
生
産
性
向
上
と
市
場
創
出

第
２
　
生
産
性
の
向
上
（
Ｉ
Ｔ
と
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
革
新
）

○企業経営をＩＴによっ
て最適化する企業の割合
を世界トップクラスに引
き上げる。

（１）ＩＴ革新による
競争力強化

○継続して各施策の進捗
状況を把握。適切な評価
を行い、必要に応じて関
連施策の見直し等を指示
するなど、各施策の実現
を図る。

○企業の部門間・企業間
の壁を越えて、企業経営
をＩＴによって最適化す
る企業の割合を大企業・
中小企業ともに世界トッ
プクラスの水準に引き上
げる。

○電子タグを始めとした
様々なＩＴ技術の活用に
より、流通効率化や新産
業の創出を通じた、我が
国産業の競争力強化を実
現する。

○中小企業における「Ｉ
Ｔ経営」の先進的成功事
例の表彰を行うほか、
「ＩＴ経営」成功事例の
収集・情報提供等を行
う。

○経営者・ＣＩＯ等中小
企業が「ＩＴ経営」を実
現するために必要な人材
育成を行う。

○地域における中小企業
ユーザーと支援機関、ベ
ンダー等による「ＩＴ経
営」成功事例創出の好循
環モデル創出とその普及
を図る。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

項目 短期
（2006年度内）

第
２
　
生
産
性
の
向
上
（
Ｉ
Ｔ
と
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
革
新
）

１
　
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
生
産
性
向
上
と
市
場
創
出

（４）ＩＴ革新を支え
る産業・基盤の強化

○半導体・情報家電分野
における標準化・研究開
発を推進する。

○産官学の協力による情
報検索・情報解析など次
世代の「知的情報アクセ
ス」に係る研究開発体制
を構築する。

○産学官の協力によるセ
キュア・プラットフォー
ムなど次世代のシステム
統合技術に係る研究開発
体制を構築する。

○世界に通用する高度IT
人材育成のための拠点大
学を選定する。

○市場の透明性を向上さ
せるため、情報システム
の信頼性等の価値を評価
する指標を整備する。

○「第３期科学技術基本
計画」等に基づき、継続
して半導体・情報家電分
野における標準化・研究
開発を推進する。

○情報検索・情報解析な
ど次世代の「知的情報ア
クセス」に係る研究開発
を実施するとともに実装
の支援を行う。

○セキュア・プラット
フォームなど次世代のシ
ステム統合技術に係る研
究開発を実施する。

○ソフトウェアの信頼
性・生産性の向上を推進
するとともに、革新的な
技術の開発、オープン
ソースソフトウェアを安
心して活用するための環
境整備、独創的な人材の
発掘等を行う。

○拠点大学につき２年経
過後を目途に中間評価を
行い、産学官の連携によ
る人材育成を推進する。

○大学・企業の枠を超え
た教育体制の実現、人材
育成の拠点形成による人
材育成機能の抜本的強
化、長期的な社会情勢の
変化等に応じたソフト
ウェア開発に対応出来る
人材育成を行う。

（３）ＩＴの創造的活
用とコンテンツ市場の
拡大

○国際共同製作のマッチ
ング支援を行う。

○ＩＰマルチキャスト方
式による地上放送の同時
再送信について著作権法
上「有線放送」と同様の
取扱いとするための著作
権法の改正を行う。

○ネット上のコンテンツ
取引市場の整備方針を策
定する。

○コンテンツポータルサ
イトの構築を支援する。

○情報家電のネットワー
ク化を一層推進するため
の研究開発・実証実験を
推進する。

○アニメ分野等における
人材育成事業を実施す
る。

○デジタルシネマを推進
する。

○東京国際映画祭等の積
極的拡大により国際コン
テンツカーニバルを開催
する。

○国際共同製作を本格化
させる。

○ＩＰマルチキャスト方
式による自主放送の取扱
いを含めた放送法制や著
作権法などの関連法制の
在り方について検討す
る。

○ネット上のコンテンツ
取引市場の本格運用を開
始する。

○情報家電のネットワー
ク化により、消費者がよ
り豊かなコンテンツ・
サービスを安全・安心・
簡単・便利に楽しめる環
境を実現する。

○次代を担う中核人材を
発掘・育成する。

○デジタルシネマの推進
により、新たな市場を創
出する。

○2015年において約５兆
円のコンテンツ市場の拡
大を目指す。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

項目 短期
（2006年度内）

（１）「サービス産業
生産性向上運動」の創
設

②「サービス研究セン
ター」の設置

○2006年度内に「サービ
ス研究マップ」を策定す
る。

○2007年度に「サービス
研究センター」を設置す
る。

（２）今後発展が期待
されるサービス分野へ
の政策の重点化

②サービスに関する人
材育成の推進

○大学等に対する財政支
援等を通じて、サービス
産業の革新に資する人材
育成を推進するための教
育のモデルの作成に着手
する。

○大学等に対する財政支
援等を通じた、サービス
産業の革新に資する人材
育成を推進するための教
育のモデルづくりを行
う。

○大学等において、サー
ビス産業の革新に資する
人材を自立的・継続的に
育成する。

①「サービス産業生産
性協議会」の創設

第
２
　
生
産
性
の
向
上
（
Ｉ
Ｔ
と
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
革
新
）

２
　
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
革
新

①重点サービス６分野
への政策の重点化

○事業の高度化に向けた
実証事業の実施を通じた
成功事例の積上げ、成
功・失敗要因分析に基づ
く事業運営手引きの策定
等を通じた「産業観
光」、「文化観光」、
「ヘルスツーリズム」を
含む顧客ニーズや地域の
観光資源の特性を踏まえ
た新たな観光・集客ビジ
ネスモデルの確立等を支
援する。

○医療法人に必要な会計
の在り方の検討や公募債
の導入を始めとする市場
ルールの活用を行う。

○事業の高度化に向けた
実証事業の実施を通じた
成功事例の積上げ、成
功・失敗要因分析に基づ
く事業運営手引きの策定
等を通じた「産業観
光」、「文化観光」、
「ヘルスツーリズム」を
含む顧客ニーズや地域の
観光資源の特性を踏まえ
た新たな観光・集客ビジ
ネスモデルの確立等を支
援する。

○地域ヘルスケア提供体
制の重点化を推進する。

○業種ごとの生産性向上
をフォローアップする。

○サービス分野の企業が
取り組みやすい生産性指
標を開発する。

○「日本サービス品質
賞」を創設する。

○2015年までに、重点
サービス６分野（健康・
福祉、育児支援、観光・
集客、コンテンツ、ビジ
ネス支援、流通・物流）
において70兆円の市場規
模拡大を目指す。

○事業の高度化に向けた
実証事業の実施を通じた
成功事例の積上げ、成
功・失敗要因分析に基づ
く事業運営手引きの策定
等を通じた「産業観
光」、「文化観光」、
「ヘルスツーリズム」を
含む顧客ニーズや地域の
観光資源の特性を踏まえ
た新たな観光・集客ビジ
ネスモデルの確立等を支
援する。

○2006年度内をメドに
「サービス産業生産性協
議会」を創設する。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

項目 短期
（2006年度内）

○2008年度にサービス産
業全体の生産・雇用等の
状況を月次ベースで概括
的に把握できる統計
（サービス産業動態統
計）を創設する。

○2007年度にサービス産
業動態統計の創設に向け
た試験調査等を実施す
る。

○2009年及び2011年の経
済センサスの実施によ
り、的確な母集団名簿の
整備を進め、サービス産
業を幅広く捉えた構造統
計を整備する。

○ｅコマースに関する統
計を整備する。

○「通信・放送の在り方
に関する政府与党合意」
（平成18年６月20日）に
基づき、施策を推進す
る。

○真に府省横断的かつ専
門性を兼ね備えた司令塔
機能の強化について、内
閣府統計制度改革検討委
員会において得られる結
論に基づき、統計制度の
改革の一環として取組を
進める。

第
２
　
生
産
性
の
向
上
（
Ｉ
Ｔ
と
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
革
新
）

３
　
世
界
最
先
端
の
通
信
・
放
送
に
係

　
　
る
イ
ン
フ
ラ
・
サ
ー
ビ
ス
の
実
現

○「通信・放送の在り方
に関する政府与党合意」
（平成18年６月20日）に
基づき、施策を推進す
る。

（３）サービス統計の
抜本的拡充２
　
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
革
新

○「通信・放送の在り方
に関する政府与党合意」
（平成18年６月20日）に
基づき、施策を推進す
る。
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（１）地域資源を活用
した地域産業の発展

○地域の自立・競争力強
化に向けて頑張る地域を
応援し、地域間競争の条
件整備に資するため、地
域特性をいかした取組や
道路、港湾等の基盤への
戦略的投資や地域公共交
通の整備を推進する。

○自立的で競争力の高い
地域の実現を図る。

○引き続き、地域の自
立・競争力強化に向けて
頑張る地域を応援し、地
域間競争の条件整備に資
するため、地域特性をい
かした取組や道路、港湾
等の基盤への戦略的投資
や地域公共交通の整備を
推進する。

項目 短期
（2006年度内）

○地域活性化のモデル事
例を全国に発信するとと
もに、自ら考え行動する
地域活性化のための取組
を促進する施策を推進す
る。

○グリーン・ツーリズム
を始めとする都市と農山
漁村の共生・対流を図る
取組を推進する。

○食品産業と農業などの
連携強化による各種取組
を推進する。

（２）地域の自立や競
争力強化と戦略的な基
盤づくり

（４）自ら考え行動す
る農山漁村の活性化等

長期
（～2015年度）

（３）地域のひとづく
り・雇用の創出

○「地域の雇用再生プロ
グラム（仮称）」によ
り、地域が創造力を発揮
する雇用創出の取組を推
進する。

○地方公共団体は、地域
の民間事業者、ＮＰＯ等
と連携し、地域の実情に
応じて地域再生計画に定
める目標の達成に向け、
必要な事業を推進する。

中期
（～2008年度）

○食品、繊維、木製品等
の生活関連製造業、農林
水産業等に係る地域の資
源をいかした新商品開発
や販路開拓を強力に進め
るとともに、産業等の観
光化、エコツーリズム等
による観光の振興、コ
ミュニティビジネスの振
興等を強力に行う。ま
た、地域発の商品を直接
消費者に提供する小売事
業者への支援を行う。

○食品、繊維、木製品等
等の生活関連製造業、農
林水産業等に係る地域の
資源をいかした新商品開
発や販路開拓を強力に進
めるとともに、産業等の
観光化、エコツーリズム
等による観光の振興、コ
ミュニティビジネスの振
興等を強力に進める。ま
た、地域発の商品を直接
消費者に提供する小売事
業者への支援を行う。

○中小企業支援策とあい
まって、併せて５年間で
1,000の新事業創出等の取
組を地方において創出す
るなど、地域の中核事業
の育成を図る。

○2007年度予算編成過程
を通じて、2007年２月を
目途に、ひとづくり・雇
用創出を図る地域再生計
画の実現を省庁連携によ
り一体的・重点的に支援
する「地域の雇用再生プ
ログラム（仮称）」を策
定する。

○「地域の雇用再生プロ
グラム（仮称）」の施策
の活用状況を踏まえ、地
域の声に基づき、地域の
雇用創出施策の改善・充
実を図る。

○地方公共団体は、地域
再生計画の実施状況を踏
まえ、目標の達成のため
に必要な事業の見直しを
行い、その推進を図る。

○2010年度までの5年間
で、農林水産業を核とし
た自律的で経営感覚豊か
な取組によって活性化
し、全国のモデルとなる
ような農山漁村の事例数
を250とする。

○食料・農業・農村基本
計画工程表に基づき、
2009年度に交流人口を
3,000万人とするなど、都
市と農山漁村の共生・対
流を国民的な運動として
定着させる。

○食品産業と農業などの
連携強化による各種取組
を推進する。

１
　
地
域
経
営
の
活
性
化

第
３
　
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
（
地
域
活
性
化
戦
略
）

○地域活性化のモデル事
例を全国に発信するとと
もに、自ら考え行動する
地域活性化のための取組
を促進する施策を導入す
る。

○グリーン・ツーリズム
を始めとする都市と農山
漁村の共生・対流を図る
取組を推進する。

○食品産業と農業などの
連携強化による各種取組
を推進する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○複数の市町村に広域的
にまたがるような経済的
社会的に一つのまとまり
をもつ地域（市町村合併
などにより単独の市町村
が経済的社会的に一つの
まとまりをなしている場
合を含む）を単位とした
地域活性化を図る。

（６）地域の技術開発
と産学官連携等

（５）公的サービスの
コスト低減・質的向上

○総合的な給食サービス
の提供等において、ＮＬ
ハイブリッド（昨年創設
された共同事業の器であ
る有限責任事業組合（Ｌ
ＬＰ）を使った地域企業
とＮＰＯの連携体）等の
形態を活用した地域の公
的サービスを担う事業に
対し、支援を行う。

○大都市居住者の地方へ
の定住又は二地域居住等
の促進について国土形成
計画に位置付け、その促
進を図るべく、生活者・
消費者の視点からの情報
提供環境の整備の推進等
を行う。

○地域の知の拠点として
地域に貢献している地方
大学等と連携しつつ、生
活関連製造業等に係る地
域資源を最大限活用した
イノベーションが連続的
に起こる仕組みの下で、
地域の実用化技術開発を
支援する。

○コーディネーター機能
の充実やネットワーク形
成等を図る。

○医療・福祉・介護を始
めとする公的サービスを
効率化し、公的サービス
のコスト低減・質的向上
を図る。

○５年間で４万件の新事
業創出を目指すなど、産
業クラスター計画の実現
を図る。また、知的クラ
スターと産業クラスター
の更なる連携のもと、政
府一体となって「地域科
学技術クラスター」の形
成を目指す。

○５年間で1,000件の新事
業、新製品、特許等の知
的財産などの成果を目指
すなど、生活関連製造業
等に係る実用化技術開発
を支援し、地域の資源を
最大限活用したイノベー
ションを促進する。

○産学官ネットワークの
拡充・緊密化、地域にお
ける技術開発等を重点的
に実施し、新たに重点化
した対象分野及び対象地
域において産業クラス
ター計画を推進する。ま
た、知的クラスターと産
業クラスターの更なる連
携を図りつつ、政府一体
となって「地域科学技術
クラスター」の形成を目
指す。

○地域の知の拠点として
地域に貢献している地方
大学等と連携しつつ、生
活関連製造業等に係る地
域資源を最大限活用した
イノベーションが連続的
に起こる仕組みの下で、
地域の実用化技術開発を
支援する。

○産業振興ビジョン策定
を含め、総合的に支援を
行う。

１
　
地
域
経
営
の
活
性
化

第
３
　
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
（
地
域
活
性
化
戦
略
）

（７）広域連携による
地域活性化

○市町村の区域にかかわ
ることなく、場合によっ
ては県境をも越えて、複
数の市町村に広域的にま
たがるような経済的社会
的に一つのまとまりをも
つ地域（市町村合併など
により単独の市町村が経
済的社会的に一つのまと
まりをなしている場合を
含む）を単位として、地
域活性化を図るための総
合的な支援を行う。

○広域的に連携すること
により、医療・福祉・介
護を始めとする公的サー
ビスを効率化し、コスト
低減・質的向上を図る。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○「地域資源活用企業化
プログラム」により、①
マーケティング等に対す
る支援（ハンズオン支
援）、②新商品の市場調
査、企画・開発、販路開
拓等への資金支援、③地
域活性化のためのファン
ドの設立、④人材育成支
援等を実施する。

○「中小ものづくり高度
化法」の支援策に関し、
①研究開発プロジェクト
の成果については、その
早期の事業化、②中小企
業の製造、加工品質の向
上に資する校正事業の利
用の拡大、③技能継承の
取組の本格化等、モノ作
り中小企業の支援による
製造業の国際競争力の強
化に向けた取組を更に推
進する。

○「ものづくり基盤技術
高度化指針」に関して
は、川下大企業のニーズ
の変化や川上中小企業の
技術力の高度化の状況、
更にはモノ作り中小企業
全体の底上げの程度を踏
まえ、必要に応じて見直
しを行う。

○高専等や工業高校など
を活用し、モノ作り中小
企業の技術者の育成プロ
グラムの実施・充実させ
ることにより、中小企業
の若手技術者の育成を支
援していく。

○「地域資源活用企業化
プログラム」を着実に実
施する。地方活性化策と
併せて、５年間で1,000の
新事業創出の取組を地方
において創出することを
目指す。結果として、地
域の活性化を実現する。

○地域中小企業による地
域資源を活用した新商
品・新サービスの開発・
販売を促進するための総
合的な支援策「地域資源
活用企業化プログラム」
を創設する。

○「中小ものづくり高度
化法」を中核に、「特定
ものづくり基盤技術高度
化指針」の策定、研究開
発プロジェクトに対する
支援、技術継承の支援、
モノ作り教育の充実等を
実施する。

○支援対象となる特定も
のづくり基盤技術の追加
指定や、施策の対象とな
る川下産業の拡大を行う
とともに、中小企業によ
る公設試、国立研究所、
大学等研究機関の活用を
促進し、地域のニーズに
あった技術開発支援を行
う。さらに、モノ作り中
小企業の底上げのための
支援を行う。

○若手技術者の育成を支
援するため、地域の高等
専門学校等を活用し、地
域の中小企業のニーズに
即した技術者の育成プロ
グラムを構築する。さら
に、モノ作り中小企業の
人材確保のため、工業高
校のモデル的なカリキュ
ラムの策定の枠組みを構
築する。

（１）「地域資源活用
企業化プログラム」の
創設

１
　
地
域
経
営
の
活
性
化

第
３
　
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
（
地
域
活
性
化
戦
略
）

（８）新しい政策目標
指標の設定－「就業達
成度」

（２）モノ作り中小企
業の競争力強化

２
　
中
小
企
業
の
活
性
化

○就業率（65歳以上の高
齢者も含めた就業率）に
加え、就業満足度、生活
環境等を加味することを
検討し、これらを総合し
た地域経済産業政策遂行
の指標として「就業達成
度」指標を作成する。

○「中小ものづくり高度
化法」に基づく総合対策
を着実に実施し、2011年
度には、当該施策の効果
などを検証し、必要な見
直しを行う。これによ
り、５年間で500プロジェ
クトから成果を得て、優
れたモノ作り中小企業の
厚みの倍増を目指す。

○高専等や工業高校など
を活用したモノ作り中小
企業の技術者の育成プロ
グラムの実施により、全
国50を超える地域で中小
企業の若手技術者の育成
が定着することを目指
す。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）
○「中心市街地活性化
法」の改正を踏まえた地
域の取組を着実に支援す
る。

○商店街空き店舗を少子
化、就業機会創出対策と
して活用し、100の成功し
たモデル事例を創出す
る。

○小規模・零細企業対策
を体系的に見直し、新た
な施策展開を含め全体的
に取り組む。

○来街者数を増加させ、
空き店舗数の減少に成功
した中小小売商業者によ
るにぎわいあふれる地域
を創出する。

○空き店舗の有効活用が
常態化し、地域コミュニ
ティの顔として、多様な
役割を担う新しい商店街
像が定着することを目指
す。

○短期・中期における取
組の結果を踏まえ、より
有効な小規模・零細企業
支援施策を構築する。

２
　
中
小
企
業
の
活
性
化

第
３
　
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
（
地
域
活
性
化
戦
略
）

（４）中小企業の再
生・再起業の推進や女
性・高齢者をいかした
地域中小企業の事業展
開の支援

○全国において、中小企
業の再生のための人材な
どインフラが整い、恒常
的な中小企業再生が可能
となるよう環境を実現す
る。

○再生企業数、再起業者
数などを増加させる。

○再挑戦等を増加させ
る。

○高齢化社会等の社会状
況に対応して、商店街等
が有効に活用されるよ
う、空き店舗活用事業を
実施する。

○中小企業の女性・高齢
者を活用した事業を活性
化する。

○「産業活力再生特別措
置法」の法期限である
2008年までに中小企業に
おける事業再生の更なる
円滑化を図るため中小企
業再生支援協議会の在り
方を見直す。

○政府系金融機関や信用
保証協会による、再挑
戦・事業再生を支援する
ための融資・保証の枠組
みを着実に実行する。

○再挑戦のための相談窓
口を全国に設置する。

○高齢者・団塊世代等が
再挑戦するために商店街
の空き店舗等を提供する
事業を支援する。

○女性・高齢者等を活用
するための育児施設その
他の厚生施設の環境整備
を支援する。

○中小企業再生支援の円
滑な実施のため、再生支
援協議会の体制強化及び
再生支援人材の育成を図
る。

○信用保証制度におけ
る、求償権先に対する新
規保証の拡大、第三者保
証人の原則非徴求を的確
に実施する。

○政府系金融機関や信用
保証協会による、再挑
戦・事業再生を支援する
融資・保証の枠組みの創
設・拡充について検討を
行い、可能なものから実
施する。

○再挑戦のための相談窓
口を全国に設置するため
の制度を創設する。

○高齢者・団塊世代等が
再挑戦するために商店街
の空き店舗等の提供を通
じ再挑戦を促す。

○女性・高齢者等を活用
するための育児施設その
他の厚生施設の環境整備
に対する支援を行う枠組
みを構築する。

（３）地域コミュニ
ティを支える中小小売
商業の展開や小規模・
零細企業の振興

○「中心市街地における
市街地の整備改善及び商
業等の活性化の一体的推
進に関する法律」（「中
心市街地活性化法」）の
改正を踏まえた地域の取
組を加速化させるため、
商業活性化事業に対して
重点的支援を講じ、戦略
的に他の模範となる例を
創出していく。

○商店街空き店舗を少子
化、就業機会創出対策と
して活用する事業を支援
するための枠組みを構築
する。

○これまでの関連施策の
更なる活用や有機的連携
も含め、実質的に小規
模・零細企業支援を的確
に推進する。
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○「都市再生特別措置
法」に基づき、2012年度
までに、同法の施行状況
について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

○都市部における地籍整
備を推進する。

○都市再生関連施策を推
進することにより、都市
機能の高度化、都市の居
住環境の向上を図る。

○都市部における地籍整
備を推進する。

○研究の結果を踏まえ、
必要な措置を講じる。

○地域活性化のための資
金供給ルートを充実させ
る。

２
　
中
小
企
業
の
活
性
化

３
　
都
市
再
生
・
中
心
市
街
地
活
性
化

（２）密集市街地の緊
急整備

○未整備都市計画道路、
地区防災施設の整備等防
災上有効な公共施設の重
点整備、これと一体と
なった沿道建築物の整
備、従前居住者対策、低
未利用地を活用した市街
地整備の推進、地区計画
等建築に係る規制の緩和
制度を活用する。

○リノベーションへの合
意形成を円滑に進めるた
め、協議会の設置、専門
家の更なる活用等住民組
織への支援を実施する。

○密集市街地における基
盤整備と沿道建築物の建
替えとを一体的かつ強力
に進める事業手法の創
設、連鎖的建替えを促進
するための建築に係る規
制の合理化策を実施す
る。

○未整備都市計画道路、
地区防災施設の整備等防
災上有効な公共施設の重
点整備、これと一体と
なった沿道建築物の整
備、従前居住者対策、低
未利用地を活用した市街
地整備の推進、地区計画
等建築に係る規制の緩和
制度を活用する。

○リノベーションへの合
意形成を円滑に進めるた
め、協議会の設置、専門
家の更なる活用等住民組
織への支援を実施する。

○密集市街地における基
盤整備と沿道建築物の建
替えとを一体的かつ強力
に進める事業手法の創
設、連鎖的建替えを促進
するための建築に係る規
制の合理化策を実施す
る。

○地震時に大きな被害が
想定される危険な密集市
街地のうち、特に大火の
可能性が高い危険な市街
地について、最低限の安
全性を確保する。

（１）都市再生の推進 ○都市再生プロジェク
ト、民間都市再生、全国
都市再生を着実に推進す
る。

○「都市再生特別措置
法」の施行状況等を踏ま
え、民間都市再生の推進
等のための検討を行い、
必要な措置を講ずる。

○都市部における地籍整
備を推進する。

（５）地域活性化のた
めの新たな金融手法や
主体の活用

○地域活性化のための官
民協調出資によるファン
ド等の金融手法の活用を
通じて、地域活性化を図
る中小企業等に、住民を
含む地域の資金を供給す
る方策について調査研究
する。

第
３
　
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
（
地
域
活
性
化
戦
略
）
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○基本計画の認定を受け
た意欲のある中心市街地
において活性化を実現す
る。

（３）中心市街地の活
性化

○「中心市街地活性化本
部」を内閣に設置し、基
本方針を策定する。

○改正「中心市街地活性
化法」に基づく基本計画
の認定・支援を開始する
ことを通じて、コンパク
トでにぎわいあふれるま
ちづくりとの考え方の
下、各地域における新し
い意欲的な取組への着手
を促す。

○認定基本計画に基づく
中心市街地の活性化の取
組に対する支援を着実に
実施する。

○それぞれの中心市街地
の実情に応じた明確な数
値目標（歩行者通行量の
改善等）に基づき、基本
計画の進捗状況のフォ
ローアップを行う。

○まちぐるみでの取組を
総合的に促進するため、
各地域における中心市街
地活性化協議会の組織化
を促し、開発事業者、商
業者、地権者等の中心市
街地に係わる様々な関係
者の連携の強化を図る。

第
３
　
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
（
地
域
活
性
化
戦
略
）

３
　
都
市
再
生
・
中
心
市
街
地
活
性
化
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○継続して各施策の進捗
状況の把握・評価を行
い、必要に応じて関係府
省に対し改善措置を求
め、各施策の実現を図
る。

第
４
　
改
革
の
断
行
に
よ
る
新
た
な
需
要
の
創
出

（１）イノベーション
の加速による需要の創
出

○公的機関における調達
について、新技術を採用
したものが拡大するよう
改善策を検討する。

○公的機関による新技術
の率先導入に係る実証試
験を実施する。

○新たな技術の市場化を
妨げている規制・制度等
の点検を規制改革や科学
技術政策等のプロセスを
通じて実施する。

○公的機関における調達
について、新技術を採用
したものが拡大するよう
改善策を策定する。

○公的機関による新技術
の率先導入を行う。

○新たな技術の市場化を
妨げている規制・制度等
の見直し・緩和を行う。

○「公共サービス改革
法」の見直しを行う（施
行後５年以内）。

○「公共サービス改革
法」に基づき、民間事業
者や地方公共団体から、
毎年度幅広く提案を募集
し、監理委員会の議を経
て、官民競争入札等の対
象事業を逐次選定する。

○「公共サービス改革
法」に基づき、「公共
サービス改革基本方針」
を逐次改正・閣議決定す
る。

○必要に応じ、民間事業
者による公共サービスの
実施を可能とする法令の
特例を措置するため、
「公共サービス改革法」
の一部改正を検討・措置
する。

○これらを通じ、「公共
サービス改革法」に基づ
く官民競争入札等を本格
的かつ継続的に実施す
る。

○ＰＦＩについて、選定
過程の透明性確保及び発
注者・応募者双方の負担
軽減について、とりまと
めた方針を速やかに公表
する。

○「民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等
の促進に関する法律」
（「ＰＦＩ法」）に基づ
く事業の実施状況につい
て検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を
講ずるものとする。

○規制改革・民間開放推
進会議の後継組織を含め
た規制改革等全体の推進
体制についての検討結果
を踏まえ、所要の措置を
講ずる。

（２）民間の創意工夫
を活用した公共サービ
スの改革（官製市場改
革）

○「競争の導入による公
共サービスの改革に関す
る法律」（「公共サービ
ス改革法」）を早期に施
行する（遅くとも夏ま
で）。

○官民競争入札等の透
明・中立・公正な実施を
確保するため、有識者に
よる「官民競争入札等監
理委員会(監理委員会）」
を早期に設置する（遅く
とも夏まで）。

○国・地方ともに競争の
導入による公共サービス
の改革を推進する。

○その一環として、指定
統計調査の市場化テス
ト・民間開放の実施に向
けた取組を推進するた
め、統計法制度の抜本的
見直しの一環として、指
定統計調査の市場化テス
ト・民間開放に対応した
法的措置について取組を
進める。

○ＰＦＩについて、選定
過程の透明性確保及び発
注者・応募者双方の負担
軽減について検討を行
う。

○指定管理者制度につい
て、選定過程の実態把握
に努め、調査結果をでき
るだけ速やかに地方公共
団体に周知し、透明性の
高い選定プロセスの普及
を図る。

○規制改革・民間開放推
進会議の後継組織を含め
た規制改革等全体の推進
体制について検討を行
う。

項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）
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項目 短期
（2006年度内）

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

第
４
　
改
革
の
断
行
に
よ
る
新
た
な
需
要
の
創
出

○特区制度の活用状況を
踏まえ、地域の声に基づ
き、規制改革の一層の推
進とともに、地域の創意
工夫を高める取組の強化
を図る観点から、制度全
体の在り方について検討
する。

（４）市民や民間が参
画し、主役となる公的
サービスの提供促進

○民間が担う公共の領域
において社会資本の維持
管理などの公的サービス
を民間企業や非営利法人
が主体となって行うため
の環境を整備する。

○社会資本の管理等に係
るボランティア活動の拡
大を図る。

○社会資本の管理等にお
ける官民共働の取組の定
着を図る。

（３）地域の創意工夫
を促す構造改革

○規制改革の一層の推進
や地域の創意工夫を高め
る取組の強化を図る観点
から、構造改革特区制度
の見直しを行い、次期通
常国会に改正法案を提出
する。

○構造改革特区制度の見
直しを受け、特区制度の
一層の活用を通じ、地域
が創造力を発揮する取組
を推進する。
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（１）一人ひとりが能
力を最大限発揮できる
社会の構築

長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

○能力・業績に見合った
教員の処遇を行う。

○学習指導要領の見直
し、学校の外部評価の充
実、学校選択制の普及を
行う。

○学習指導要領の改訂等
に伴う教材・図書等の教
育環境の整備計画を策定
する。

○スーパーサイエンスハ
イスクール、外部専門家
を活用した理科補助員等
の派遣制度の推進等によ
り理数教育を充実する。

○子どもたちが適切な教
育環境の下で十分な教育
を受けられるよう、老朽
施設の機能改善を図りつ
つ、教育内容・教育方法
等の変化に応じた整備な
ど、その質的な向上を図
る。

○「人間力」「社会人基
礎力」等社会人として基
礎的な能力を養成・強化
するための効果的な手法
の確立及びその成果の普
及・促進のため、大学等
におけるカリキュラム開
発及び評価手法の整備を
支援するとともに、実践
的なインターンシップ等
キャリア教育を推進す
る。

○2010年までに国際学力
調査における世界トップ
レベルを達成する。

○理科の得意な生徒や科
学に興味を持った児童・
生徒を増加させる。

○子どもたちが適切な教
育環境の下で十分な教育
を受けられるよう、引き
続き、老朽施設の機能改
善を図りつつ、教育内
容・教育方法等の変化に
応じた整備など、その質
的な向上を図る。

○経済的理由に関係なく
一人ひとりが各々の能力
を最大限発揮できる社会
を構築する。

○個々人に応じて学び
方、働き方が選択でき、
やり直しが可能となる社
会を実現する。

短期
（2006年度内）

○2007年度から全国的な
学力調査を実施（小６と
中３の全児童生徒対象）
する。

○スーパーサイエンスハ
イスクール等を引き続き
推進するとともに、外部
専門家を活用した理科補
助員等の派遣制度の導入
等新たな理数教育を強化
する。

○子どもたちが適切な教
育環境の下で十分な教育
を受けられるよう、公立
学校施設について、2006
年中に耐震化の前提とな
る耐震診断を完了する。

○「人間力」、「社会人
基礎力」等社会人として
基礎的な能力の養成・強
化に向けて、①課題解決
型授業や実践的インター
ンシップの推進などを通
じた評価手法と効果分析
の検討、②長期宿泊体験
などの体験活動、③ＹＥ
Ｓプログラム（若年者就
職基礎能力支援事業）の
普及促進、④大学等にお
ける地域の企業・自治体
等関係機関と連携したイ
ンターンシップ等の実践
的かつ体系的なキャリア
教育の推進への着手、⑤
産業界・教育界のパート
ナーシップ形成を実施す
る。

①教育の質の向上及び
社会人として基礎的な
能力の養成・強化

○大学院・大学等におけ
る社会人の「学び直し」
の機会の拡大・定着を通
じて、様々な学習の機会
を充実させる。

○大学院・大学等におけ
る社会人の「学び直し」
の機会を拡大させる。

○専修学校におけるキャ
リアアップのための教育
を充実させる。

項目

１
　
ヒ
ト
　
「
人
財
立
国
」
の
実
現

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

②人材育成パスの複線
化と人材重視型マネジ
メントの推進
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

②人材育成パスの複線
化と人材重視型マネジ
メントの推進

○2010年までにフリー
ターをピーク時の８割の
水準まで減少させる。

○非正規労働者、若年
者、子育て世代、高齢
者、女性などの能力活用
による全員参加型社会の
実現を目指す。

○2010年までの５年間で
ハローワークにおいて約
22万人の障害者の就職を
実現する。

○産学双方向の人材流動
化や官官・官民の人材の
移動・活用が円滑になさ
れる社会を実現する。

○産学双方向の人材流動
化や官官・官民の人材の
移動・活用を促す施策を
促進する。

○エフォート管理の徹底
を前提とした競争的資金
の研究促進のための人件
費への活用を行う。

○正社員との均衡の取れ
た訓練や正規雇用のため
の訓練支援など非正規労
働者の再挑戦を支援す
る。

○正社員転換制度、短時
間正社員制度など就業形
態間の行き来を確保す
る。

○パート労働者の均衡処
遇のための法的整備も含
めた取組を強化する。

○学校やハローワークを
通じたフリーター・ニー
トの実情の若年者への理
解の浸透等、安易なフ
リーター化・ニート化を
防止する。

○就職氷河期世代の年長
フリーターの正社員化を
支援する。

○地域の力を結集した
ニートの自立を支援す
る。

○仕事と生活の調和を推
進する。

○企業におけるポジティ
ブ・アクションの普及促
進を図る。

④全員参加型社会の実
現

○フリーター25万人常用
雇用化プランを推進す
る。

○地域若者サポートス
テーションの設置や「若
者自立塾」事業の推進な
どによるニート対策を強
化する。

○均衡処遇推進のための
事業主への支援を充実さ
せる。

○仕事と家庭の両立支援
に取り組む事業主への支
援を充実させる。

○改正高年齢者雇用安定
法の施行を踏まえた65歳
までの雇用機会を確保す
る。

○改正「障害者雇用促進
法」及び「障害者自立支
援法」の施行を踏まえ、
雇用と福祉の連携の下、
障害者の就業機会の拡大
を図る。

○任期制の広範な定着等
を図るための施策を導入
する。

○世界的研究教育拠点を
目指す大学等による競争
的資金等におけるエ
フォート管理の導入を促
進する。

○引き続き学ぶ意欲と能
力のある学生が経済的理
由で修学を断念すること
のないよう、学生のニー
ズを踏まえ事業の健全性
を確保しつつ、奨学金事
業の充実を図る。

○個人に応じた柔軟な採
用・育成・処遇を実施し
ている企業の先進事例を
分析し、成功事例を提
示・普及する。

③人材の横への移動の
促進

１
　
ヒ
ト
　
「
人
財
立
国
」
の
実
現

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

○貸与基準を満たす希望
者が全員貸与を受けられ
るよう事業の健全性を確
保しつつ、奨学金の充実
を図る。

○企業における人材重視
型マネジメントを普及さ
せる。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

④全員参加型社会の実
現

○マザーズハローワーク
等による子育て世代の再
就職・再就業支援を強化
する。

（２）産学連携による
人材育成の強化

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

②産業界との連携によ
る実践的教育・訓練の
導入

１
　
ヒ
ト
　
「
人
財
立
国
」
の
実
現

○機動的な学部・学科の
創設・再編を推進し、基
盤的資金と競争的資金を
有効に組み合わせなが
ら、教育研究のための資
金を確保するとともに、
産業界のニーズも踏まえ
た第三者評価に基づく重
点的な教育研究投資を促
進する。

○国際的な情報ネット
ワークへの参加等を通じ
た高等教育の国際的な通
用性の確保や教育研究の
評価の充実を図る。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため
の環境整備の支援等を行
い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自
然科学系全体での女性研
究者の採用割合を２５％
に引き上げることを目指
す。

○「第２次国立大学等施
設緊急整備５か年計画」
（平成18年４月18日）の
推進等により、老朽施設
の再生を最重要課題とし
て、人材育成機能を重視
した基盤的施設及び卓越
した研究拠点の整備を進
め、魅力ある教育研究基
盤の構築に向けた取組を
強化する。

○「2007年ユニバーサル
技能五輪国際大会」を産
学始め各界の協力を得て
成功に導くとともに、本
大会や「ものづくり日本
大賞」の実施を契機とし
て、モノ作りに対する若
者始め国民の関心を高め
る。

○専門職大学院を始めと
した大学、高等専門学
校、工業高校などの専門
高校、公共職業能力開発
施設等における企業実習
や長期的なインターン
シップ等を活用した教育
カリキュラムの導入を促
進する。

①経済社会のニーズに
柔軟に対応できる高等
教育の展開

○産業界や国際的なニー
ズに柔軟に対応した高等
教育を実現する。

○各大学等における自然
科学系分野での女性研究
者の活躍を実現する。

○産学連携による人材育
成の強化や人材の国際競
争力の強化に向けた各種
取組を支える魅力ある教
育研究基盤を構築する。

○各教育段階において、
継続的な産学連携型によ
る人材育成を推進する。

○機動的な学部・学科の
創設・再編を推進し、基
盤的資金と競争的資金を
有効に組み合わせなが
ら、教育研究のための資
金を確保するとともに、
産業界のニーズも踏まえ
た第三者評価に基づく重
点的な教育研究投資を促
進する。

○国際的な情報ネット
ワークへの参加等を通じ
た高等教育の国際的な通
用性の確保や教育研究の
評価の充実を図る。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため
の環境整備の支援等を行
い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自
然科学系全体での女性研
究者の採用割合を２５％
に引き上げることを目指
す。

○「第２次国立大学等施
設緊急整備５か年計画」
を引き続き推進する。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

②産業界との連携によ
る実践的教育・訓練の
導入

（３）人材の国際競争
力の強化

１
　
ヒ
ト
　
「
人
財
立
国
」
の
実
現

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

①世界的な教育研究拠
点の飛躍的な拡大

○「大学院教育振興施策
要綱」（平成18年３月30
日）に沿って、大学院教
育の組織的展開を強化す
るなど国際的に魅力ある
大学院の構築に必要な環
境整備に着手する。

○大学におけるシステム
改革を進め、分野の特性
を配慮し大学の自主的な
取組を促しつつ、能力主
義の徹底、英語での研究
環境、研究科・専攻等従
来の枠組みにとらわれな
い組織などのイメージの
下で世界トップレベルの
研究拠点形成を進める。

○産学が協働した大学院
段階における単位認定を
前提とした質の高い長期
のインターンシップを開
発・実施する。

○産業界など関係する団
体等との連携により高度
で専門的な知識能力が必
要とされる分野（法曹、
会計、技術経営、経営管
理、知的財産等）におけ
る専門職大学院の教育の
質の向上を推進する。

○高等専門学校における
産学連携を通じて創造
的・実践的技術者を育成
する。

○地域産業界等と連携し
た特色ある取組を行う専
門高校を支援する。

○地元の企業技術者や研
究者等の経験・能力をい
かした理科授業やキャリ
ア教育を推進するととも
に、女子の理工系進路選
択を支援する。

○学校、業界団体等に対
し、実践型人材養成シス
テムの普及・啓発を行
う。

○中小企業における技能
継承を支援するため、若
年者の人材確保、技能継
承を目的とした職業訓練
等に対する支援を実施す
る。

○「大学院教育振興施策
要綱」に沿って、大学院
教育の組織的展開を強化
するなど国際的に魅力あ
る大学院の構築に必要な
環境整備を体系的に推進
する。

○世界トップレベルの研
究拠点を形成するための
制度の見直しや推進施策
の重点的実施を図る。

○世界のあらゆる場で活
躍できる人材を育成す
る。

○2010年までに世界的な
研究拠点を30か所整備す
る。

○効果的な産学連携を通
じて、研究分野や企業活
動等において中核的役割
を果たす高度専門人材の
育成を継続的に行う高等
教育を実現する。

○女子の理工系進路選択
割合を増大させる。

○産学が協働した大学院
段階における単位認定を
前提とした質の高い長期
のインターンシップの開
発・実施並びに普及・促
進を行う。

○地域産業界と連携した
教育の導入による人材育
成機能を充実・強化す
る。

○女子の理工系進路選択
支援を強化する。

○実践型人材養成システ
ムを、就労、就学に次ぐ
第３の選択肢として定着
させるため、業界団体、
学校と連携してその実施
を支援する取組を推進す
る。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

（１）生産手段の新陳
代謝の加速

②アジア等の優れた人
材の受入れ促進

（２）アジア地域の経
済一体化、企業の国際
競争力を重視した物流
インフラの重点的・戦
略的な整備

１
　
ヒ
ト
　
「
人
財
立
国
」
の
実
現第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

２
　
モ
ノ
　
生
産
手
段
・
イ
ン
フ
ラ
の
革
新

（スーパー中枢港湾の機
能強化）
○重点的整備・運営効率
化を促進する（次世代高
規格コンテナターミナル
の整備、24時間フルオー
プン支援施設整備の促進
等）。

（国際拠点空港の機能強
化）
○2009年度までに成田空
港の能力を約１割増強す
るための施設整備を推進
する。

○2009年までに羽田空港
の能力を約４割増強する
ための施設整備を推進す
る。

○2007年に関西空港の二
期限定供用を実施する。

（アジアとのゲートウェ
イとなる港湾の機能強
化）
○港湾のターミナル機能
を高度化する（小口積替
円滑化支援施設の整備
等）とともに、車両の相
互乗入円滑化に向けて中
国・韓国との情報交換を
開始する。

（スーパー中枢港湾の機
能強化）
○2010年度までに、港湾
コストを約３割低減、
リードタイムを１日程度
に短縮する。

（国際拠点空港の機能強
化）
○2009年度までに成田空
港の能力を約１割増強す
るための施設整備を推進
する。

○2009年までに羽田空港
の能力を約４割増強する
ための施設整備を推進す
る。

（アジアとのゲートウェ
イとなる港湾の機能強
化）
○港湾のターミナル機能
を高度化する（小口積替
円滑化支援施設の整備
等）とともに、車両の相
互乗入円滑化に向けて中
国・韓国との情報交換を
踏まえ、取組を進める。

○人材の国際競争力の強
化・相互理解の促進のた
め、外国人留学生制度の
充実を図る。あわせて、
研究基盤の強化、国内就
職の機会拡大など優秀な
人材の受入環境を整備
し、我が国とアジア等と
の若者レベルでの人材交
流を進める。（「アジア
人財資金（仮称）」構想
の具体的事業の検討）

○公立学校における外国
人児童生徒の受入体制の
整備及び日本語指導の充
実を推進する。

○留学生交流の一層の推
進により国際競争力のあ
る人材を育成する。

○アジア大での優秀な人
材の育成及び重層的人的
ネットワークを構築す
る。

○優れた外国人研究者・
技術者等の高度人材の受
入を拡大する。

○公立学校における外国
人児童生徒の受入体制の
整備及び日本語指導の充
実の更なる推進を図る。

○人材の国際競争力の強
化・相互理解の促進のた
め、外国人留学生制度の
充実を図る。あわせて、
研究基盤の強化、国内就
職の機会拡大など優秀な
人材の受入環境を整備
し、我が国とアジア等と
の若者レベルでの人材の
交流を引き続き進める。
（「アジア人財資金（仮
称）」構想の具体的事業
の検討）

○優れた外国人研究者・
技術者等の高度人材の受
入れを拡大する。

○公立学校における外国
人児童生徒の受入体制の
整備及び日本語指導の充
実の更なる推進を図る。

（スーパー中枢港湾の機
能強化）
○2010年度までに港湾コ
ストを約３割低減、リー
ドタイムを１日程度に短
縮する。

（国際拠点空港の機能強
化）
○2009年度までに、成田
空港の能力を約１割増強
するための施設整備を推
進する。

○2009年までに、羽田空
港の能力を約４割増強す
るための施設整備を推進
するとともに、国際定期
便の就航を図る。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

（１）金融イノベー
ションの実現

（物流結節点におけるロ
ジスティクス機能の高度
化）
○物流結節点におけるロ
ジスティクス機能の高度
化を図る。

（空港・港湾アクセスを
含む、国際物流に対応し
た道路網・鉄道網の戦略
的な構築）
○拠点的港湾のうち１か
所について、10分アクセ
スを達成する。

○国際標準コンテナ車が
円滑に通行できる道路
ネットワークについて、
物理的に事業が必要な通
行支障区間を抽出・公表
する。

○九州と関東・関西を結
ぶ山陽線のインフラ整備
及びその受け皿としての
機関車・貨車の更新を促
進する。

（輸出入・港湾手続等の
効率化）
○次世代シングルウィン
ドウである府省共通ポー
タルの検討を進める。

（２）アジア地域の経
済一体化、企業の国際
競争力を重視した物流
インフラの重点的・戦
略的な整備

①リスクを適切に評価
する金融の促進

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

３
　
カ
ネ
　
金
融
の
革
新

２
　
モ
ノ
　
生
産
手
段
・
イ
ン
フ
ラ
の
革
新

○電子債権の法的枠組み
を具体化する。

○売掛債権担保融資保証
制度等を改善する（売掛
債権の集合担保化、債権
譲渡禁止特約の解除の促
進等）。

（物流結節点におけるロ
ジスティクス機能の高度
化）
○物流結節点におけるロ
ジスティクス機能の高度
化を図る。

（空港・港湾アクセスを
含む、国際物流に対応し
た道路網・鉄道網の戦略
的な構築）
○拠点的な空港・港湾へ
のアクセスについては、
社会資本整備重点計画で
の整備目標を達成する
（10分アクセス率を2007
年度までに68％）。

○通行支障区間のうち、
スーパー中枢港湾に係る
ものについては、５年間
での解消を目指す。

○主要幹線区間の輸送力
増強、輸送設備の整備等
及びその受け皿としての
機関車・貨車の更新を促
進する。

（輸出入・港湾手続等の
効率化）
○次世代シングルウィン
ドウである府省共通ポー
タルを2008年10月に稼働
する。

○電子債権制度の活用促
進を図る。

○資産評価データベース
の構築など在庫や売掛債
権の適切な担保評価に向
けた環境整備を促進す
る。

○事業資産を包括的に担
保化する制度を検討す
る。

（物流結節点におけるロ
ジスティクス機能の高度
化）
○物流結節点におけるロ
ジスティクス機能の高度
化を図る。

（空港・港湾アクセスを
含む、国際物流に対応し
た道路網・鉄道網の戦略
的な構築）
○拠点的な空港・港湾へ
のアクセスについては、
欧米並みとなる約９割の
達成を目標に、引き続き
事業を推進する。

○通行支障区間のうち、
スーパー中枢港湾に係る
ものについては、５年間
での解消を目指し、その
他の区間についても早期
の解消を図る。

○事業資産担保融資の普
及を通じた我が国企業金
融の円滑化を図る。

○社会全体におけるリス
ク分担を効率化する（リ
スクに強い経済社会の実
現）。

○実務動向を注視しつ
つ、在庫や売掛債権のよ
り高度で厳正な評価を前
提に、適格担保化の可能
性について検討する。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

（２）利用者の視点に
立った金融の活性化

○金融商品取引法制の円
滑な施行を図る。

○取引信用保険の普及・
促進を図る。

②イノベーションを支
えるリスクマネー供給
の拡大

①リスクを適切に評価
する金融の促進

３
　
カ
ネ
　
金
融
の
革
新

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

○利用者が安心して金融
商品・サービスを利用で
きる環境を構築する。

○規制の簡素化・明確化
を通じた利用者利便の向
上を図る。

○ＩＴの戦略的活用を促
進する。

①安心して利用できる
金融商品・サービスの
促進

○中小企業向け貸出債権
の流動化支援を強化す
る。

○信用保証協会の信託会
社に対する保証の円滑化
を図る。

○多様なリスクマネー供
給手法の整備による、高
度な産業イノベーション
を実現する。

○金融商品取引法制の適
切な運用を行う。

○銀行代理業制度の適切
な運用を行う。

○電子的な資金決済・支
払いの利便性の在り方に
ついて検討する。

○担保手段の多様化に対
応した信用保証制度等の
充実・改善を推進する。

○企業の多様なリスク
ファイナンス手法の支援
を検討する。

○ファンド投資に関する
ベンチマーク整備を支援
する。

○中小企業向け劣後ロー
ン等の中小企業の自己資
本増強を支援する公的融
資・保証制度を検討す
る。

○中小企業の資金調達当
初の金利負担を軽減し、
成功時に追加的な支払が
発生する公的融資・保証
制度を検討する。

○「中小企業の会計に関
する指針」の促進に資す
る公的融資制度の検討と
公的保証制度の普及・促
進を図る。

○返済履歴等を加味した
公的融資・保証制度の検
討を行う。

43



長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

（３）我が国がアジア
の資金循環の中核とな
るための取組の強化

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

○外国会社の株式の我が
国市場への上場促進や日
本版預託証券（ＪＤＲ）
の活用を促進する。

②公正かつ透明で魅力
ある市場の整備

３
　
カ
ネ
　
金
融
の
革
新

②我が国金融サービス
の国際展開

①アジア企業が活用し
やすい我が国金融市場
づくり

○我が国金融市場のアジ
アにおける金融拠点化に
向けた取組を推進する。

○アジア諸国において、
事業価値を評価し、担保
とする金融手法に関する
法制整備支援を行うこと
を検討する。

○証券決済期間の短縮な
ど証券取引システムを高
度化し実現する。

○ＥＰＡ等を通じて金融
サービス規制緩和の各国
への働きかけを行う。

○金融監督当局間の連携
に積極的に取り組む。

○金融サービス業の国際
競争力を強化し、国際展
開を促進する。

○外国会社の株式の我が
国市場への上場促進と日
本版預託証券（ＪＤＲ）
の活用を促進する。

○証券取引所のシステム
の高度化に取り組む。

○証券取引等監視委員会
等の機能強化・体制整備
を図る。

○自主規制機関との連携
強化を図る。

○適正なディスクロー
ジャーの確保に向けた企
業統治と監査法人制度の
在り方の見直しを行う。

○次世代取引所システム
の稼働を開始する（東京
証券取引所）。

○金融商品取引の法令遵
守の担い手となる専門家
の育成などに向けた体
制・資格制度などの整備
を検討する。

○金融行政の行動規範
（code of conduct）を着
実に遂行する。

○日系中小企業のアジア
現地における売掛債権の
証券化を支援する。

○証券取引等監視委員会
等の機能強化・体制整備
を図る。

○自主規制機関との連携
強化を図る。

○次世代取引所システム
の設計・開発を進める
（東京証券取引所）。

○金融商品取引法の円滑
な施行及び適切な運用を
行う。

○内外の投資家・資金調
達者が幅広く参加し、国
際的にも信頼される市場
を構築する。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

○2010年度までに産学官
協働によるサイエンスに
さかのぼった研究開発プ
ロジェクトを科学技術基
本計画上の重点推進４分
野において15プロジェク
ト以上立ち上げる。

○2015年度までに融合の
場の認知度を国内の研究
開発従業者の30％以上と
する。

○産学官協働による高度
な研究・技術人材の育成
を図る。

○各国からの留学生等の
企業への就職の定着を図
る。

○若手・女性・外国人の
研究者が多様な場で活躍
する社会を実現する。

○産学官協働によるサイ
エンスにさかのぼった研
究開発プロジェクトを立
ち上げる。

○研究開発プロジェクト
等を活用した融合の場の
構築（インテレクチュア
ルカフェを含む）によ
り、2007年度中に融合の
場の認知度を国内の研究
開発従業者の５％以上と
する。

○研究課題の設定段階か
らの産学の対話を促進す
る。

○高度な研究・技術人材
を育成するための産学連
携による教育研究拠点整
備に着手する。

○留学生等の企業へのイ
ンターンシップ促進のた
めの調査研究を実施す
る。

○若手研究者の自立的研
究環境を整備する。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため
の環境整備の支援等を行
い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自
然科学系全体での女性研
究者の採用割合を25％に
引き上げることを目指
す。

○女性研究者が研究と出
産・育児等を両立し、活
躍できるようにする。

○外国人研究者の招へい
促進と受入環境整備を実
施する。

（１）融合・協働によ
るイノベーションの促
進

○産学協働研究開発プロ
ジェクトを実施する。

○融合の場を活用した革
新的製品・サービスの開
発・提供を促進する。

○マッチングファンド形
式により基礎研究段階か
らの共同研究を促進す
る。

○産学連携による技術・
機器開発を実施する。

○高度な研究・技術人材
を育成するための産学連
携による教育研究拠点を
整備する。

○留学生等の企業へのイ
ンターンシップを促進す
る。

○若手・女性・外国人の
研究者がいきるシステム
の充実を図る。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため
の環境整備の支援等を行
い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自
然科学系全体での女性研
究者の採用割合を25％に
引き上げることを目指
す。

（４）高度金融人材の
育成強化

○科学技術研究費の金融
工学分野への活用を促進
する。

○大学・大学院との連携
講座の設置・講師派遣等
高度金融人材育成に関す
る産学官連携を強化す
る。

○シンポジウム・教師と
の懇談会の開催、プログ
ラムの整備等を実施す
る。

○高度金融人材の育成・
活用体制整備を通じて我
が国金融サービス産業の
国際競争力を強化する。

○金融の多様化・高度
化・ＩＴ化の進展を通じ
て経済成長を社会的に下
支えする金融知識を普及
する。

○産学官の連携により先
端的な金融工学に関する
教育を行う専門職大学院
など専門教育体制の充実
を促進する。

○教材の整備・普及等、
金融経済教育の更なる充
実を図る。

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

４
　
ワ
ザ
　
技
術
革
新

３
　
カ
ネ
　
金
融
の
革
新
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

○博士号取得者等の専門
性を有する人材が社会の
多様な分野で活躍する社
会を構築する。

○2010年度までに技術
シーズの発掘・開発から
成果の普及・展開までを
一体的にとらえた府省間
縦連携研究開発プロジェ
クト府省間縦連携研究開
発プロジェクトを４つ以
上、異業種垂直連携研究
開発プロジェクトを８つ
以上立ち上げる。

○多くの優れた研究成果
が産み出され、それらが
効率よく効果的に成長す
る仕組みを完成させるこ
とで、高度なイノベー
ション創出システムを実
現する。

○科学技術の研究開発の
推進を通じて、公的部門
等による社会的課題の解
決などに寄与する。

○大学における企業から
の研究費受入額の大幅な
増加を目指す。

○イノベーションの源と
しての基礎研究の継続性
と多様性の確保に貢献す
る競争的資金の拡充を図
る。

○先端研究施設の利用に
よる革新的な研究成果を
実現する。

○産業界をリードするベ
ンチャーを創出する。

○博士号取得者等の専門
性を有する人材の社会の
多様な場での活躍をより
一層促進する。

○府省間縦連携プロジェ
クト等による研究開発の
実施、成果の普及・展開
を図る。

○公的機関による新技術
の率先導入を実施する。

○企業が自社内外の技術
や知的資産等を的確に把
握・活用しつつ（オープ
ンイノベーション）、研
究開発の成果を市場ニー
ズに結び付けていく経営
（知的資産経営）の推奨
とその環境整備を行う
（2007年度以降ＮＥＤＯ
実用化補助ベンチャー枠
のすべて（100％）におい
て知的資産経営の要素を
考慮する）。

○目的基礎研究などによ
る研究成果を、中間評価
にて厳しく見直す。

○評価結果を2011年度か
らの次期科学技術基本計
画の検討に反映する。

○社会的課題の解決など
に当たる公的部門等の
ユーザーのニーズと科学
技術シーズのマッチング
機能とユーザーニーズを
反映させた研究開発の推
進のための研究開発制度
の定着と必要な見直しを
実施する。

○モデルとなる大学にお
ける国際機能を強化す
る。

○大学からの海外特許出
願の増加を図る。

○大学の特許（機関帰
属）の実施件数（大学の
機関帰属）を2008年度ま
でに1,000件増加する。

○間接経費を含めた競争
的資金の拡充、審査体制
の抜本的強化を図る。

○博士号取得者等の専門
性を有する人材が社会の
多様な場で活躍できるよ
うにするための取組を支
援する。

○技術シーズの発掘・開
発から成果の普及・展開
までを一体的にとらえた
府省間縦連携研究開発プ
ロジェクトや異業種垂直
連携研究開発プロジェク
トを実施する。

○公的部門における調達
について、新技術を採用
したものが拡大するよう
改善を検討する。

○公的機関による新技術
の率先導入に係る実証試
験を実施する。

○今後の科学技術の発展
や新産業の創出につなが
る技術シーズをイノベー
ションの実現を通じて、
新技術までに育て上げる
目的基礎研究を強化す
る。

○関係府省や関係機関等
が連携し、既存の研究制
度等の中から優れた研究
成果を見いだすために、
産学官協働による中間・
事後評価、出口志向の目
利き等を活用した「つな
ぐ仕組み」を構築する。

○社会的課題の解決など
に当たる公的部門等の
ユーザーのニーズと大
学・研究機関等の科学技
術シーズを的確にマッチ
ングさせる機能の構築と
ニーズを的確に反映させ
るため、研究開発の初期
段階からユーザーが参加
する研究開発制度を創設
する。

○国境を越えた産学官連
携の強化策の検討を開始
する。

○産学官の海外への情報
発信機能の強化策の検討
を開始する。

（１）融合・協働によ
るイノベーションの促
進

第
５
　
生
産
性
向
上
型
の
５
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

４
　
ワ
ザ
　
技
術
革
新
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

○審査順番待ち期間を
2013年に世界最高水準の
11ヶ月に、最終的にはゼ
ロを目指す。

○世界特許システムの構
築を目指し、主要先進国
間で審査結果の相互利用
等を拡大する。

○知的財産専門人材を約
６万人から約12万人に増
加させることを目指す。

○先端研究施設の産業界
の利用者数を拡大する
（代表的施設において
2008年度までに、2004年
度の２倍に増加）。

○共用可能施設の情報提
供ポータルサイト運用を
開始する。

○関係省庁間の検討の結
果を反映し、政府調達に
おいて技術力を有する中
小・ベンチャーの入札参
加機会を拡大する。

○ＳＢＩＲ特定補助金等
の拡充及び目標額の各省
別設定を行う。

○スピンオフ等革新的ベ
ンチャーの創出・研究開
発の促進・人材育成、ベ
ンチャーへのリスクマ
ネー供給の大幅な拡大を
行う。

○引き続き必要な任期付
審査官を十分に確保す
る。

○米国との間で特許審査
ハイウェイの試行を開始
する。

○先使用権に関するガイ
ドラインを策定する。

○内外における企業の技
術管理の取組状況の調査
を行う。

○知的財産侵害品の輸出
差止制度を施行する。

○官民で実施する研修・
検定等に関する情報を一
体的に提供する。

（２）迅速かつグロー
バルな権利取得の促進
と知的財産保護の強化

（１）融合・協働によ
るイノベーションの促
進

○引き続き必要な任期付
審査官を十分に確保す
る。

○韓国との間で特許審査
ハイウェイの試行を開始
する。

○模倣品・海賊版拡散防
止条約（仮称）を実現す
る。

○知財専門職大学院や法
科大学院等における知財
教育を充実させる。

○大学発基本特許の本格
的活用のための戦略を強
化する。

○審査体制の抜本的強化
に着手する。

○独立行政法人等が所有
する先端研究施設・設備
の産業界の利用（共用）
拡大方策の検討を開始す
る。

○政府調達において技術
力を有する中小・ベン
チャーの入札参加機会を
拡大するために、関係省
庁間で検討を開始する。

○ＳＢＩＲ特定補助金等
の拡充に向けた環境整備
を行う。

○中小・ベンチャー関連
制度を見直す。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

○中小企業向け知的資産
経営マニュアルを作成す
る。

○企業や資金提供者等の
関係者に対し、評価の視
点を提示する。

○標準化に係る知識体
系、能力評価の仕組みな
ど、体系的な標準化人材
育成の在り方を検討し、
具体化する。

○指針の作成など、企業
の事業戦略への標準化戦
略の組み込みを促す取組
を強化する。

○我が国全体の総合的な
標準化戦略づくりを実施
する。

○知的資産経営の実践と
企業価値向上に関する実
証分析を行う。

○知的資産経営の取組と
評価を定着させる。

（１）強みとなる経営
資源を最大限活用する
経営（知的資産経営）
による企業価値向上の
実現

（３）イノベーション
を加速化する戦略的な
標準化

○ナノテク等の戦略的な
技術分野について、分野
の特徴等を踏まえ、「国
際標準化活動基盤強化ア
クションプラン」を拡
充・精緻化する。

○次世代製品の普及の鍵
を握る互換性確保等を早
期に図るため、日本工業
標準調査会内に国内調整
のための場を創設する
（「事前標準制度（仮
称）」）。

○先端技術開発の加速化
や安全・安心確保に役立
つ計量標準を広く迅速に
整備するため、海外や民
間の計量標準を国家計量
標準に準じるものとして
位置付ける仕組み（「指
定計量標準制度（仮
称）」）を創設する。

○民間経験のある人材に
国際標準化の専門家とし
て活躍してもらう仕組み
（「国際標準化エキス
パート制度」）を創設す
る。

○主要国において、各国
の標準化戦略や制度の情
報収集や働きかけを強化
する（「基準認証アタッ
シェ」）。

○標準化人材育成のた
め、大学・大学院におい
て基準認証戦略に関する
教育の提供が行われるよ
う自主的な取組を促進す
る。

○2015年までに我が国が
欧米諸国に比べても遜色
なく国際標準化をリード
する。

○2010年までに世界最高
レベルの質・量を誇る計
量標準を整備する。
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長期
（～2015年度）

中期
（～2008年度）

短期
（2006年度内）

項目

○投資家等の保護を図り
つつ信託制度の活用を促
進する観点から、平成16
年に改正された「信託業
法」の施行状況について
検討し、必要があると認
めるときは、その結果に
基づいて所要の措置を講
ずる。

○「会社法」や「証券取
引法」など組織再編に関
する制度について、活用
状況を踏まえ、必要に応
じて見直しを行い、経済
実態に即したＭ＆Ａルー
ルを構築する。

（２）公正なＭ＆Ａ
ルールなど組織再編等
の制度基盤づくり

○「会社法」により可能
となる三角組織再編に関
する関連措置を検討す
る。

○改正「信託法」に関す
る政省令等を整備するた
めの検討を進める。

○「証券取引法」の改正
や関連政省令の整備を通
じて、企業価値の向上に
資する公開買い付け制度
を実現する。
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